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～「健康で輝けるまち 長浜」をめざして～ 

 

私たちは、豊かな自然と歴史・文化あふれるここ長浜市で、

健やかにいきいきと暮らし続けること、そして未来を生きる

長浜の子どもたちが健康で笑顔あふれる人生を送ることを

願っています。この願いの実現のために市民一人ひとりが心

身ともに健康であることはとても大切です。 

しかし、わが国では、世界有数の長寿国でありながら、急

速な高齢化の進行とともに、がん、高血圧、糖尿病、慢性閉

塞性肺疾患などの生活習慣病や過度なストレスなどによる

心の病気などで健康を失う人が多いのも事実です。人生１００

年時代といわれ始めた今、健康で心豊かに人生を全うすることができるよう健康寿命の延伸

が望まれています。 

健康づくりは、市民一人ひとりが主体的に取り組むことが基本です。しかし、近年「健康

の社会格差」が問題となっているように、健康づくりを個人の努力に任せるだけでは解決で

きないことも多く、家庭・地域・学校・企業・行政等がそれぞれの強みを活かしながら一丸

となってその取組を推進することが重要です。 

また、健康づくりを通じて地域や社会のつながりを構築し、そのつながりの中で心豊かに

いきいきと健やかに暮らせる環境を整えることもあわせて必要です。 

今回の「健康ながはま２１第４期」では、生活習慣病の早期発見・重症化予防や生活習慣

の改善のため、一人ひとりに取り組んでいただきたい健康行動「むびょうたん＋１」を推進

します。併せてソーシャルキャピタルの醸成や地域医療の確保といった健康なまちづくりを

推し進めます。また、食育推進計画とともに、新たに自殺対策計画を市が取り組む方針とし

て明記し、「こころ・休養分野」の自殺対策関係の内容をより深めています。 

現在、より一層健康づくりの取組を広く深く推進するため、長浜市では健康都市宣言の策

定を進めています。健康増進計画と健康都市宣言をもとに、市民一人ひとりが自らや身近な

人たちの健康を意識し、健康づくりを実践できるような仕組みを構築し、健康な人づくりや

地域づくりを通じてあらゆる世代の人が健康でいきいきと生活できる「健康で輝けるまち長

浜」の実現を目指します。 

最後に、この計画の策定にあたりご尽力いただきました健康づくり推進協議会委員、市民

アンケートを通じて貴重なご意見をお聞かせくださいました市民の皆様に心から感謝申し

あげます。 

 

平成 31 年(2019 年)2 月 

長浜市長 藤 井 勇 治 
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市では、「新たな感性を生かし みんなで未来を創るまち 長浜」を「めざすまちの姿」

とし、平成 29 年 3 月に長浜市総合計画を策定しました。「健やかで豊かに暮らせるま

ちづくり」を目標に、全ての世代がいきいきと生活できる取組を行い、健康都市づくり

を進めています。 

 一方、国は、国民の健康づくりを支援するため、平成 12 年度に、「健康づくりは、   

健康的な環境づくりを含めて実施すべき」というオタワ宣言(WHO)の考えを取り入れた

「21 世紀における国民健康づくり運動」(以下「健康日本 21」という)を策定しました。 

また、21 世紀の我が国において少子高齢化や疾病構造の変化が進む中、平成 24 年 7

月、「健康増進法」第 7 条第 1 項の規定に基づく、「国民の健康の増進の総合的な推進を

図るための基本的な方針」を改正しました。生活習慣及び社会環境の改善を通じて、子

どもから高齢者まで全ての国民がともに支え合いながら希望や生きがいを持ち、ライフ

ステージ（乳幼児期、青壮年期、高齢期等の人の生涯における各段階をいう）に応じて、

健やかで心豊かに生活できる活力ある社会を実現することで、社会保障制度が持続可能

なものとなるよう、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な事項を示し、

平成 25 年度から平成 34 年度（2022 年度）まで平成 29 年度の中間評価を経て、「健康

日本 21」（第 2 次）を推進することとしています。 

国は、健康づくりに関係する法律として、平成 15 年に「次世代育成支援対策推進法

1」、平成 17 年に「食育基本法2」、平成 18 年に「自殺対策基本法3」、平成 19 年には「が

ん対策基本法4」、が施行され、様々な関連施策が実施されるようになりました。特に、

食の面から生涯にわたる心身の健全育成を目的とした「食育基本法」は、自治体に食育

の総合的な推進に関する食育推進計画策定の努力を課しました。また、「自殺対策基本法」

                                                   
1 次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ育成される環境の整備を図ることを目的とした法律。 
2 国民が生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性を育む事ができるよう、食育を総合的かつ計

画的に推進することを目的に平成 17 年に施行された。 

3 自殺対策の総合的な推進、自殺の防止及び自殺者の親族等への支援の充実等を図るための法律。 

4 日本人の死因で最も多いがん対策のための国、地方公共団体等の責務を明確にし、基本的施策の策

定、対策の推進に関する計画策定及びがん対策推進協議会の設置を定めた法律。 

１ 計画の策定の背景 
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は、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指すために平成 28 年に改正さ

れ、自治体に自殺対策計画を策定することを定めています。 

県は、国の動きに連動して、平成 13 年に「健康いきいき 21～健康しが推進プラン～」

を策定し、平成 29 年度に現行の計画を踏襲する形で改訂され、計画期間は平成 30 年

度から平成 35 年度（2023 年度）までの 6 年間とされています。 

また、平成 19 年 6 月に食育基本法に基づき「滋賀県食育推進計画～まるごと

“お う み ”いただきますプラン1」(以下「滋賀県食育推進計画」という)を策定し、平成

29 年度には、平成 30 年度から 35 年度（2023 年度）までの 6 年の計画期間で第 3 次

を策定しました。そして平成 30 年 3 月には、平成 28 年 4 月の自殺対策基本法改正に

基づき「滋賀県自殺対策計画」を策定しました。 

長浜市においてもこのような国や県の動きを踏まえ、「長浜市基本構想」における「健

やかで豊かに暮らせるまちづくり」実現に向け、新しい健康づくり計画を策定しました。

今回の計画は、前回の計画を基本に、国及び県の見直しを加味し、各評価指標の現状を

確認したうえで新しい課題を取り入れ、目標や評価指標を定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1 「三方よし(自分よし、人よし、環境よし)の食育推進で、未来よし」を基本理念とし、1 子どもから大

人までの生涯にわたる食育の推進、2 近江の食と風土を生かした食育の推進、3 琵琶湖や身のまわりの環

境と共生する食育の推進、4 体験を通じた感動と共感をよぶ食育の推進、5 県民との協働による食育運動

の 5 つを施策の柱とし展開する計画。 
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「健康ながはま 21」は、長浜市の健康づくりの方向性とともに個人並びに関係機関に

おいて行うべき対策を示す健康づくり推進計画であり、「長浜市総合計画」、「長浜市地域

福祉計画」を上位計画とし、関連する下記の計画等との整合性を図り策定しました。 

 

長浜市地域福祉計画                      (平成 29 年 9 月) 

 「地域の絆で ともに育み支えあい 安心して暮せるまち 長浜」の実現を目指

し、地域の人と人とのつながりを大切にし、お互いに支えたり支えられたりする関係

の構築やその仕組みづくりを推進します。 

 

長浜市国民健康保険データヘルス計画           (平成30年4月) 

近年の特定健診の実施や診療報酬明細書等の電子化、国保データベース（ＫＤＢ）シ

ステム等の整備により、保険者が健康や医療に関する情報を活用して被保険者の健康課

題の分析等を行うための基盤整備が進んでいます。本計画を策定し、データの活用によ

る被保険者の健康の保持増進及び、将来の医療費の削減につながるより効果的な保健事

業をＰＤＣＡサイクルで実施していきます。 

 

長浜市子ども・子育て支援事業計画            (平成 27 年 3 月) 

「子どもが輝き 未来を見つめ 地域で育む明るい長浜」を基本理念として「家庭にお

ける子育てへの支援」、「子どもの健やかな発達を保障する教育・保育の提供」、「すべて

の子どもの育ちを支える体制の整備」、「子どもの育ちを支える地域環境の整備」の 4 つ

の基本目標にそって施策を推進します。 

 

長浜市しょうがい福祉プラン                (平成 30 年 3 月) 

市民すべてが地域の同じ一員として尊重しあい、すべての人が自分らしく自然で心豊

かな生活を送ることができるよう、「ともに支え、ともに暮らす、やさしいまち長浜」の

実現を目指します。 

 

２ 計画の位置づけ 
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長浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(ゴールドプランながはま 21) 

                          (平成 30 年 3 月) 

「みんなで支え合い いきいきと暮らせる あたたかな長寿福祉のまち」を基本理念と

して、「高齢者の尊厳が保持される社会づくりの推進」、「高齢者の積極的な社会参加と地

域福祉の推進」、「高齢者の自立を支援するサービスの推進」、「地域の多様な主体による

高齢者の健康づくりと介護予防の推進」、「身近な地域で、利用しやすく、質の高い介護

サービスの推進」の 5 つの基本目標にそって施策を推進します。 

 

長浜市農業活性化プラン                    (平成 26 年 3 月) 

 「人を結び、人を育み、人を動かす ながはま(農コミュニティプロジェクト) 協働

でつくる風土を生かした笑顔あふれる長浜農業」の実現を目指した農業振興計画の中で、  

地産地消や食育活動を推進します。 

 

長浜市教育振興基本計画                   (平成 27 年 12 月) 

 人と人、学校と地域、心と心、あらゆるものをつなぎ、つながり、一体感のある教育

を推進することにより、子どもから大人までが郷土に誇りをもち、生涯を通して学び  

あい、学び続けることのできる環境を創出します。そして、市民一人一人がお互いの   

人権を尊重し、心豊かな人生を送れるような人づくりを目指します。 

 

長浜市スポーツ推進計画                    (平成 26 年 6 月) 

 市民が自ら主体的に取り組む身近なスポーツ環境づくりを推進し、しょうがいのあ

るなし、年齢・性別などにかかわらず、すべての市民が様々なスポーツを通じて、笑

顔で明るく健康な生活を送り、活気のあるまち長浜の実現を目指します。 
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～『健康で輝けるまち 長浜』を目指して～ 
 

基本方針 

長浜市総合計画に基づき、「健康で輝けるまち 長浜」を実現するために、全ての世

代がいきいきと生活できる「健やかで豊かに暮らせるまちづくり」を目標に、個人の生

活の質の向上と健康を支えるための社会環境の整備を進めます。 

 
 

基本的な方向 

 

個人の生活習慣の改善を通じて、生活習慣病の早期発見・重症化防止を図ることに

より、個人の生活の質を向上させる「健康なひとづくり」を進めます。 

併せて、地域や社会状況の違いによる健康状態を把握し、保健サービスの公平性を

確保するとともに、社会全体が相互に支え合うことであらゆる世代の健やかな暮らし

を支える社会環境の質を向上させる「健康なまちづくり」を進め、健康寿命1の延伸を

目標とします。 

 

（１）健康なひとづくり 

  個人の生活の質の向上の実現のため、市民の健康増進の基本となる食育、身体活

動・運動、喫煙及び飲酒、こころ・休養、歯・口腔の健康、高齢者の健康に関する

生活習慣の改善が重要です。そのため、乳幼児期から高齢期までのライフステージ

や性差、生活状況等の違いに着目し、対象ごとの特性やニーズ、健康課題の把握を

行います。 

 

                                                   
1 健康上の問題で、日常生活が制限されることなく生活できる期間 

３ 計画の基本的な考え方 
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そのうえで、生活習慣病を発症する可能性の高い人やこれから高齢期を迎える現

在の青壮年世代への生活習慣の改善に向けた働きかけを行います。併せて、子ども

の頃からの健康な生活習慣づくり、こころの健康づくりなど、乳幼児期から高齢期

まで、それぞれのライフステージにおいて、心身機能の維持向上に取り組みます。 

 また、国の基本方針や県の計画にも示されているとおり、世界各国の最大の死亡

原因であり、長浜市の主な死亡原因でもあるがん、循環器疾患、糖尿病や慢性腎臓

病（ＣＫＤ）及び慢性閉塞性肺疾患 (ＣＯＰＤ)などを中心とする非感染性疾患（Ｎ

ＣＤ）に対応するため、食生活の改善、運動習慣の定着などによる一次予防に重点

を置いた対策を推進するとともに、疾病の重症化予防にも重点を置いた対策を推進

します。 

 

（２）健康なまちづくり 

 個人の健康は、家庭、学校、職場等の社会環境の影響を受け、また近年、健康格差

の拡大も指摘されていることから、社会全体として、個人の健康を支え守る環境づ

くりに努めることが大切です。そのために、行政機関の連携はもちろんのこと、保

健医療関係機関、自治会や地域づくり協議会、健康推進員協議会、その他関係団体

等とも連携を図り、市民が主体的に行う健康づくりの取組を総合的に支援する環境

を整備します。 

 また、地域や世代間の交流、地域や社会のつながりを健康づくりを通じて育むこ

とで、地域全体が相互に支え合いながら健康を守る環境づくりを図り、ソーシャル

キャピタル1を醸成します。 

 現在の長浜市は、高齢者の増加に加えて、広大な地域を抱える市として、在宅医

療やリハビリテーションの充実等、持続可能な医療の確保が求められています。そ

のため、「医療提供体制のあり方についての基本指針」として、健康の基盤となる安

心できる地域医療を計画的に推進します。 

 また、次世代を担う子どもの健やかな成長と生涯にわたる健康づくりの基盤と  

なる生活習慣の形成に向けて、次世代の健康づくりに取り組みます。 

 

                                                   
1 人々が持つ信頼関係、人間関係（社会的ネットワーク）のこと 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E9%A0%BC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E9%96%93%E9%96%A2%E4%BF%82
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%9A%84%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF
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（３）食育推進 

 栄養・食生活は、生命を維持し、子どもたちが健やかに成長し、また人々が健康で

幸福な生活を送るために欠くことのできない営みであり、多くの生活習慣病の予防

のほか、生活の質の向上及び社会機能の維持・向上の観点からも重要です。 

そこで、身体的、精神的、社会的に良好な食生活の実現を図り、食を通じて生きる

力を育む食育推進計画として健康増進と食育を総合的に推進します。 

 

 

（４）自殺対策 

   こころの健康を保つことはいきいきと自分らしく生きるために重要な事です。し

かし、こころの健康を害した結果、我が国では毎年２万人を超える人が自ら命を絶

っています。自殺の背景には精神保健上の問題だけでなく、様々な社会的要因が複

雑に関係しており、「個人の問題」とされてきた自殺が、昨今では「社会の問題」と

して認識されるようになりました。 

そこで、長浜市では各種団体と連携し、生きるための包括的な支援を自殺対策計

画として総合的に推進し、「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現を目指

します。 
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計画期間と評価時期 

 

計画の期間は、平成 31 年度から平成 35 年度（2023 年度）までとします。国や県

の動向や長浜市の現状を受けて、平成 35 年度（2023 年度）に評価を行い、その後の

計画に反映させます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

年 度 Ｈ20～Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 Ｈ35

１期計画

評

価

・

５

期

計

画

策

定

２期計画 ４期計画３期計画
項

　

　

　

　

目
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＜健康増進＞

          *1  ソーシャルキャピタル：人々が持つ信頼関係、人間関係(社会的ネットワーク）のこと

＜食育推進＞（食育推進計画）

　　　 ※健康増進の栄養・食生活分野については、食育推進計画に含めています。

＜自殺対策＞（自殺対策計画）

健康なひとづくり

生活習慣病の早期発見と重症化予防

高血圧・脂質異常症・糖尿病・ＣＫＤ（慢性腎臓病）がん

生活習慣の改善

身体活動・運動 喫煙対策 飲酒 こころ・休養 歯・口腔の健康 高齢者の健康

健康なまちづくり

*1  ソーシャルキャピタルの醸成 次世代の健康 地域医療

子どもから大人まで食を通じた心身の健康の増進

食を通じて豊かな心の育成 旬の食・環境にやさしい食を選ぶ力の育成

基本方針：『健康で輝けるまち 長浜』

健康寿命の延伸と健康格差の縮小

ＣＯＰＤ(慢性閉塞性肺疾患)

誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現

 

計画の体系 

健康増進・食育・自殺対策を総合的に推進する 

健康ながはま 21 は、健康づくりの全体計画として、健康増進法に基づく健康増進

と食育基本法に基づく食育推進、自殺対策基本法に基づく自殺対策から構成していま

す。健康増進の栄養・食生活分野については、食育推進に含めて、市の食育推進計画

として健康増進と食育を総合的に推進します。 
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計画の評価方法 

本計画をより実効性のあるものとしていくためには、計画の進捗状況を把握しなが

ら、取組を進めていくことが重要です。 

そのため、滋賀県が実施しているアンケート調査の結果等も活用し、市民の健康意識

や健康状態を把握していくとともに、計画している諸施策、諸事業の進捗状況とその成

果を評価し進行を管理していき、5 年後の改定時に評価を実施します。 

 

 

 

 

 
本計画の策定に当たっては、推進母体である長浜市健康づくり推進協議会及び関係

課職員のワーキンググループで検討しました。 

 

 

アンケート調査の実施 

 長浜市の健康に関する現状とニーズを把握するため、市民アンケート調査を実施し 

ました。 

 

 

パブリックコメントの実施 

本計画においては、市民等から意見・提言をいただくため、パブリックコメントを 

実施し、市民の参画を求めました。 

 

  

４ 計画策定の体制 
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長浜市健康づくり推進協議会 

計画の進捗状況管理については、地域の保健医療関係者や関係団体の代表者で組織さ

れた長浜市健康づくり推進協議会で行います。 

また計画の最終年度には、長浜市健康づくり推進協議会の委員を中心に、平成 36 年

度（2024 年度）以降の計画を策定します。 

 

関係機関との連携及び地区組織への支援 

市役所内の関係各課の調整と連携を図るとともに、市内の関係機関と行政の連携を強

化します。長浜市健康づくり推進協議会の委員が所属する団体にも、積極的に健康づく

りに協力いただけるよう要請します。 

また、自治会や地域づくり協議会、健康推進員協議会等、地域で健康づくりに取り組

む団体を支援し、市民主体の健康づくりができるような体制を目指します。 

 

健康づくりの拠点 

健康づくりの拠点となる保健センターでは、健康診査・健康相談・健康教育等を通し

て、市民の健康づくりを推進します。 

長浜市保健センター(小堀町)とともに、市域の広域性と利便性の点から、保健センタ

ー高月分室(高月町渡岸寺)でも、引き続き北部地域の拠点として、市民の健康づくりの

支援を進めます。 

 

計画の周知 

広報やホームページ等を通じて周知するとともに、自治会や地域づくり協議会等各種

団体への健康出前講座での啓発により、市民の健康づくりに対する意識を高めます。 

５ 計画の推進体制 
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とくに平成 27 年度から計画の周知と健康づくり活動の推進のため、キャッチフレー

ズ「むびょうたん＋１」とひょうたんをモチーフとしたキャラクターを用いた PR を行

っており、今後も引き続き取り組んでいきます。 

 さらに、「健康都市宣言」を行い、計画の一層の周知を図る予定です。 
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むびょうたん＋１の取組 

６つそろったひょうたんは、「無病（六瓢）息災」として親しまれ、開運招福・子孫繁

栄の象徴ともされています。この「六瓢箪：むびょうたん」にちなみ、6 つのひょうた

んキャラクターに一つを加え、「むびょうたん＋１」を合言葉に長浜市全体で健康づくり

に取り組んでいきます。 

 

 

    

 

 

 
  

  
 

 

 

   
  

 

 

 
     

 

 

 

      

  

 

  

 

      

  

 

 
  

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

身体は毎日変わります。 
体重・血圧・歩数を測り、身体の状態を知ろう！ 
健康なときこそ、健(検)診を受けて、病気を予防しよう！ 

健診くん 

磨いているようで磨けていない！？ 
自分の口に合った正しい歯磨きを身に付けよう！ 
フッ素入り歯磨き剤や糖分を控えたおやつを選べば予防効果ＵＰ！ 

 

 

こまめに休息。十分な睡眠。 
自分なりのリラックス方法で心も身体も調子よく！ 
悩みはかかえず、声かけあおう！ 

 

ベジたん 

ピカリン 

今より１０分、身体を動かそう！ 
掃除や買い物のときに身体を動かして、毎日の暮らしの中に運動
を取り入れよう！ 

毎食、野菜を食べよう！ 
野菜料理を今より１～２品増やそう！ 

 

 

？ たばこを吸わない人に、煙を吸わせない心遣いを。 
たばこはいろいろな病気の原因です。禁煙しよう！ 
お酒も適量に！ 

 

？ 
一日の塩分摂取量を２ｇ減らそう！ 
だしやうま味は減塩の強い味方！ 

禁煙男爵 

うまみちゃん 

ココロン 

あるくん 

むし歯・歯周病予防に正しい歯磨き！ 

よしやめよう！ここで喫うのは 
 

ビタミン豊富 野菜プラス一皿 

１年に１回健(検)診を受け、自分の身体を知ろう！ 

プラス１０分、運動を 

短時間でも、心とからだに休息を 

 

うま味を利用して 塩分マイナス２ｇ 

 

 

 

 

 

 

 

キャラクターの名前 

キャラクターの名前 

キャラクターの名前 

キャラクターの名前 

キャラクターの名前 

キャラクターの名前 

キャラクターの名前 

む 

び 

ょ 

う 

たん 

＋ 

１ 

プラス 
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第 Ⅱ 章 

健 康 増 進 
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● 目標　平均寿命と健康寿命の差を縮める （※＜　＞内はＨ27県の数値）

直近の状況

(出典)

健康寿命の延伸

日常生活動

作が自立し

ている期間

の平均の延

伸

男性:79.67年(平均寿命との差1.59年 H27）

<80.26>

女性:83.74年(平均寿命との差3.55年 H27）

<84.19>

(H24年度厚生労働科学研究費補助金（循環器・糖尿

病等生活習慣病対策総合研究事業）による「健康寿命

における将来予測と生活習慣病対策の費用対効果に関

する研究班健康寿命の算定プログラム」による計算）

健康な状態を日常生活動作が自立していることと規定

し、介護保険の要介護度の要介護2～5を不健康(要介

護）な状態とし算定。

平均寿命と

健康寿命の

差を縮める

具体的目標 評価指標 目標値 対策

・個人の生活の質を向上させる「健康なひとづく

り」の身体活動・運動をはじめとする9つの分野を

推進する

・社会環境の質を向上させる「健康なまちづくり」

のソーシャルキャピタルの醸成をはじめとする3つ

の分野を推進する

・食育分野を推進する

・自殺対策を推進する

・健康に関する地域格差について検討し、施策の実

施に努める。

 

 

 

 

 

 

平成 27 年度滋賀の健康・栄養マップ調査(以下「栄養マップ調査」という)、平成   

30 年度健康ながはま 21 に関するアンケート(以下「健ながアンケート」という)から  

現状と課題を検討し、分野ごとに計画の目標と対策の方向性及び評価指標を設定しまし

た。(各調査結果は、『「健康ながはま 21」に関するアンケート調査結果報告書』参照) 

（１）健康寿命の延伸と健康格差の縮小 

健康寿命の延伸は、生活習慣の改善や社会環境の整備により実現されるべき最終的な

目標です。 

健康寿命とは、健康上の問題で、日常生活が制限されることなく生活できる期間を 

いいます。本計画では「日常生活動作が自立している期間の平均」の指標で評価してい

くこととします。 

目標値の設定については、平均寿命と健康寿命の差に注目します。この差は日常生活

に制限のある「不健康な期間」を意味します。 

平均寿命と健康寿命の差を短縮することができれば、個人の生活の質の低下を防ぐと

ともに、医療費や介護給付費の軽減もでき、重要な視点です。 

今後も疾病予防と健康増進、介護予防など総合的な取組を推進し、健康寿命の延伸を

目指します。 

また、地域や社会経済状況の違いによる集団における健康状態の差である、健康格差

についてもその縮小に向けた取組を推進し、健康寿命の延伸につなげます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

分野別の現状と新計画の目標、評価指標及び対策 1  
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（２）健康なひとづくり 

ア 生活習慣の改善 

市民がいきいきと笑顔で暮らせる健康なまちを実現するためには、健康増進の基本要

素となる身体活動・運動、喫煙、飲酒、こころ・休養、歯・口腔の健康及び高齢者の健

康づくりに視点を置いた生活習慣の改善が重要です。このことから、生活習慣の改善を

中心とした健康づくりを効果的に推進するため、各分野の健康課題を把握し、家庭や地

域、職場等を通じて市民に対する健康増進への働きかけを進めます。 

 

①  身体活動・運動分野                  

 

身体活動1や運動は、生活習慣病予防や介護予防、こころの健康、生活の質の改善に効

果があり、健康づくりにおいて大変重要です。また、高齢期になると、老化による体力

の衰えや転倒による骨折で日常生活動作(Ａ Ｄ Ｌ )が制限されやすく、それに伴い活動量

が減るため、より体力の衰えを助長させ、介護が必要になる人が増えていきます。これ

らのことから、身体活動や運動は生活習慣病予防にとどまらず、介護を予防する意味で

も幅広い世代で継続する必要があります。 

しかし、健ながアンケートでは、「継続して運動をしている人の割合」や「徒歩 10 分

で行ける所へ出かけるとき、主に徒歩又は自転車で出かける人の割合」が県平均より少

なく、特に 20～64 歳の男女に運動している人が少ない傾向が続いています。 

国が策定した「健康づくりのための身体活動基準 2013」2によると、日常の身体活動

を増やすことに加えて運動習慣を持つことで、疾病等に対する予防効果をさらに高める

ことが期待できるとされています。長浜市では、運動習慣の低い 20～64 歳代の働きざ

かり世代から身体活動量の増加を目指すことが、結果的には高齢期の活動量低下を防ぐ

ことにつながると考えます。今より 10 分多くからだを動かすことで健康寿命を延ばせ

るとし、「＋１０（プラステン）から始めよう」を合言葉に継続的な運動を推奨していき

                                                   
1
 身体活動とは、安静にしている状態よりも多くのエネルギーを消費する全ての動作を指す 

2
 安全で有効な運動を広く国民に普及することを目的として策定されたもの。現在の身体活動量や体力の評価とそ

れをふまえた目標設定の方法、個別の身体特性及び状況に応じた運動内容や具体的方法が記載されている。 
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ます。 

以上のことから、目標を「身体を動かす習慣を持つことで、生活習慣病の発症予防・

介護予防ができる」とし、具体的目標を「身体を動かすことを習慣にしている人の増加」

とします。 

評価指標は、生活習慣病予防のために、「継続して運動する人の増加」と「徒歩 10 分

で行ける所へ出かけるとき、主に徒歩又は自転車で出かける人の増加」とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

● 目標：身体を動かす習慣をもつことで、生活習慣病の発症予防・介護予防ができる

(※〈 〉内はH27県の数値)

直近の状況

(出典) 個人で心がけること 行政や関係機関の取組

20～64歳

男性:17.0%<20.4%>

女性:9.9%<18.3%>

65歳以上

男性:27.5%<41.7%>

女性:30.1%<40.4%>

(H30年度健ながアンケート)

20～64歳

男性:51.5%

女性:43.8%

65歳以上

男性:62.1%

女性:67.0%

(H30年度健ながアンケート)

身体を動

かすこと

を習慣に

している

人の増加

継続して運動す

る人の割合の増

加

※継続して運動

する人とは、1

回30分以上の

運動を週2回以

上、1年以上継

続している人

・学校、地域、職場で

開催される行事やス

ポーツレクリエーショ

ン等に積極的に参加す

る

・運動を楽しむために

仲間をつくる

・日常生活で意識的に

身体を動かす（階段や

自転車の使用等）

・自分の身体活動量を

把握する。（万歩計や

スマートフォンのアプ

リなど）

 ※継続して運動する人とは、1回30分以上の運動を週2回以上、1年以上継続している人としました。滋賀県が策定した「健康い

きいき２１－健康しが推進プラン」に合わせています。

具体的目標 評価指標 目標値

・運動の必要性や体に良い

運動方法についての情報を

提供する

･仲間作りができる取り組

みや運動の自主グループ活

動を支援する

・ウォーキング教室等のイ

ベントや運動のできる場に

ついての情報を提供する

・身近なところで、運動を

継続してできる場を提供す

る。

・日常生活の中で、家事や

育児、通勤などで体を動か

すことの大切さを情報提供

する。

（「むびょうたん+1（あ

るくん）」の普及推進）

徒歩10分で行

ける所へ出かけ

るとき、主に徒

歩または自転車

で出かける人の

割合の増加

20～64歳

60%

65歳以上

75%

20～64歳

男性:26%

女性:25%

65歳以上

男性:45%

女性:45%

対策
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② 喫煙対策分野                    

 

喫煙は、がんや循環器疾患、呼吸器疾患、糖尿病、歯周病等の様々な疾患のリスクを

高めるだけでなく、受動喫煙により周囲の人への健康にも多大な悪影響を与えます。 

喫煙率は、国や県では徐々に減少していますが、今回の健ながアンケートでは長浜市

の喫煙率は、前回の調査に比べ男性が 2 ポイント上昇しています。国民健康栄養調査・

滋賀の健康栄養マップ調査から、長浜市の男性の喫煙率は県や国よりも経年的に高い状

態が続いています。喫煙に関連の深い慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）による男性の死亡

比が全国に比べかなり高いこともあり、喫煙率の低下が求められます。また、加熱式た

ばこ等の使用者が増えてきており、これら「新しいたばこ」に対する対策が必要となっ

ています。 

未成年者の喫煙は、家庭や周囲の喫煙状況と関連があると言われていますが、未成年

期からの喫煙は特にニコチンの依存性が高く、健康被害も大きいことから、学校、行政、

家庭や地域で連携した対策が必要です。成人の喫煙率の減少のために、新しいたばこを

含め、健康影響についての正しい知識が持てるよう、様々な機会を通じて情報提供が必

要です。 

また妊婦の喫煙状況は、前回調査に比べ減少していますが、周産期の異常や乳幼児突

然死等との関連があり、引き続き母子手帳交付時、乳幼児健診時の啓発が必要です。 

健ながアンケートで喫煙者の約 7 割が、禁煙に対しての意識を持っていることから、

医療機関、薬局等とともに、禁煙支援や治療に関する情報提供を行うことで喫煙率減少

につなげていかなければなりません。 

さらに受動喫煙の状況については、子どもや妊婦の前で喫煙しない人の割合が目標値

より多くなっているものの、未成年者を含む非喫煙者が、家庭や地域で受動喫煙の害に

会う機会は依然として多いと考えられます。さらに勤務先で受動喫煙を受ける機会は県

調査に比べかなり高く、企業へのアンケートにおいても企業の禁煙・分煙は 5 年前と比

べあまり進んでいない状況となっています。 

受動喫煙防止対策については、健康増進法の一部改正1に基づき、公共の場における受

                                                   
1
 健康増進法の一部改正…2020 年４月１日に施行。望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利

用する施設等の区分に応じ、一定の場所を除き喫煙を禁止する。 
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動喫煙防止対策を強化するとともに、家庭や地域、企業等に対して、受動喫煙防止の徹

底を普及啓発していく必要があります。 

以上のことから、目標を「喫煙の害から健康を守る」とし、具体的目標を「未成年者

の喫煙を防ぐ」「受動喫煙を防止する」「禁煙を支援する」とします。 

評価指標は「子どもや妊婦の前で喫煙しないよう心がけている人の増加」、受動喫煙の

害から非喫煙者を守るために「企業における禁煙及び分煙の対策の実施率の増加」、「受

動喫煙の機会を有する人の割合の減少」、喫煙をやめたい人がやめられるよう禁煙支援

を充実し「成人の喫煙率の低下」、「妊婦の喫煙者をなくす」とします。 
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●    目標　喫煙の害から健康を守る  (※〈 〉内はH27県の数値)

直近の状況

(出典） 個人で心がけること 行政や関係機関の取組

企業における禁

煙および分煙の

対策の実施率の

増加

91%

(H28長浜市調査)

95%以上

受動喫煙の機会

を有する人の割

合の減少

勤務場所

24.4%<10.2%>

家庭

18.0%<8.8%>

飲食店

36.6%<37.2%>

自治会館等

32.7%

公共施設

18.5%

商業施設・コンビニ

40.5％

(Ｈ30年度健ながアン

ケート)

勤務場所

5%以下

家庭

8%以下

飲食店

10%以下

自治会館

10%以下

公共施設

0 %

商業施設・コンビニ

10%以下

男性：26.5％

<29.1%>

男性:17%以下

女性：2.8％ <4.0%>

(Ｈ30年度健ながアン

ケート)

女性:1.5%以下

　

妊婦の喫煙者を

なくす

2.1% <2.3%>

(H29.4～Ｈ30.3　妊

婦おたずね票)

1％未満

※ここで言う未成年者とは20歳未満のことを言います。

対策

成人喫煙率の低

下(喫煙をやめ

たい人がやめ

る）

85%以上

子どもや妊婦の

前で喫煙しない

よう心がけてい

る人の増加

受動喫煙を防止

する

78.2%

(Ｈ30年度健ながアン

ケート)

禁煙を支援する

評価指標 目標値具体的目標

未成年者の喫煙

を防ぐ

・未成年者の喫煙防止に向

け、学校が特別活動や授業で

指導を行う

・喫煙の害についての情報提

供に努める

・未成年者の前で喫煙しない

よう働きかける

・健康増進法に基づき、医療

機関、学校、行政機関、公共

施設は敷地内禁煙にする

・上記以外でも、多数の人が

利用する施設について、敷地

内禁煙をめざす普及啓発を行

う

・道路については、人通りの

多い路上や駅周辺は禁煙にす

る

・家庭や地域で、受動喫煙防

止の徹底を普及啓発する

・企業には関連機関と連携し

情報提供を行い、受動喫煙防

止の企業の取組を推進する

・喫煙場所や禁煙の表示をわ

かりやすくする

・喫煙室内に未成年者を立ち

入らせない

・禁煙支援の充実を図る

･禁煙支援を提供する機関

は、その情報提供に努める

・喫煙の害についての情報提

供に努める

・妊娠届出時や乳幼児健診時

に禁煙の啓発をする

・禁煙支援を医療機関、保

健センターで受けられるこ

とを知る

・禁煙できるように家族等

がサポートする

・妊娠期のたばこの影響に

ついて知り、喫煙をしない

・家庭や地域での禁煙・分

煙を徹底する

・喫煙者は決められた場所

で喫煙し、他者に煙を吸わ

せない

・受動喫煙の害を理解する

・喫煙室内に未成年者を立

ち入らせない

・未成年者はたばこを吸わ

ない

・未成年者の前でたばこを

吸わない

・たばこを売る時は未成年

者でないことを確認するよ

う努める
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③ 飲酒分野                     

  

お酒は、「百薬の長」ともいわれますが、生活習慣病のリスクを高める量(１日平均男

性で 2 合以上、女性で 1 合以上の飲酒)を超えた飲酒は、脳血管疾患、がん等多くの疾

患の危険因子となります。さらに、多量飲酒は急性アルコール中毒を引き起こすことも

あり、さらに長期に渡り多量飲酒を続けると社会への適応力の低下等の社会的問題をも

たらします。 

健ながアンケートによると、長浜市内で節度のある適度な飲酒について正しく理解し

ている人は、男性 43.8％、女性 28.4％、生活習慣病のリスクを高める量を飲酒してい

る人は、男性 22.1%、女性 5.6％でした。「節度のある適度な量の飲酒」について適正

量を知らない人が全体で 53.8％であり、飲酒の適正量1についても認知されていないこ

とがわかりました。 

また、未成年者（ここで言う未成年とは 20 歳未満のこと）は、心身の発達途中にあ

るためアルコールを分解する機能が大人に比べ未熟であり、飲酒による脳細胞への悪影

響や性ホルモンの機能抑制等、心身にとってマイナスとなるため、未成年者飲酒禁止法

で飲酒が禁止されています。健ながアンケートによると、「地域行事のときに未成年者に

お酒を勧める習慣がある」という答えが 5.0%、「はじめてアルコールを飲んだ年齢」に

ついては 20 歳未満が 26.4 あり、飲酒を開始するきっかけは、本人の興味本位ばかりで

なく、周囲の大人が飲酒を勧めることも大きな要因の一つであることがわかりました。 

さらに、妊娠中の飲酒は、胎児性アルコール症候群や発育障害を引き起こします。平

成 29 年度の妊婦お尋ね票によると、妊娠中に飲酒している人の割合は、0.76％でした。 

  

                                                   
1 生活習慣病の発症や悪化に影響を及ぼさない飲酒量のことで、１人あたりの純アルコール摂取量が男

性なら 40g 以下、女性なら 20g 以下となる。 
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以上のことから、目標は「飲酒の害から健康を守る」とします。具体的目標は、節度

ある適度な飲酒を勧めるために「生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している人を減

らす」、「妊婦・未成年者の飲酒を防ぐ」とします。評価指標は「週 1 回以上飲酒する人

のうち、1 日あたりの純アルコール摂取量1が男性 40ｇ以上女性 20g 以上の人の割合の

減少」、「地域で未成年者にお酒を勧める人の減少」、「妊婦の飲酒を防ぐ」とします。 

 

 

 

 

 
 

 

  

                                                   
1 主な酒類の換算の目安 

お酒の種類  ビール      清酒    ｳｲｽｷｰ・ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｰ   焼酎(35 度)   ワイン 

     (中瓶 1 本 500ml)  (1 合 180ml)  (ダブル 60ml)     (1 合 180ml)   (1 杯 120ml) 

ｱﾙｺｰﾙ度数    5%        15%       43%         35%      12% 

純ｱﾙｺｰﾙ量    20g        22g       20g          50g       12g 

直近の状況

(出典) 個人で心がけること 行政や関係機関の取組

男性:21.4%<11.7%>

女性:2.5%<4.6%>

(Ｈ30年度健ながアン

ケート)

5.0%

<男性：7.0％>

<女性：5.1％>

(Ｈ30年度健ながアン

ケート)

妊婦の飲酒を

防ぐ

0.76%(H29.4～H30.3

月妊婦お尋ね票）

(H22国　8.7%)

0% ・妊娠中は、禁酒する

・妊婦の飲酒の害について、母

子手帳交付時に伝える。

・飲酒に関する出前講座を行う

※ここで言う未成年者とは20歳未満のことを言います。

●　目標　飲酒の害から健康を守る (※〈 〉内はＨ27県の数値)

具体的目標 評価指標 目標値

・学校でアルコールの教育をする

・ＰＴＡ等を対象に未成年者に及

ぼす飲酒の害について啓発をする

・地域の集まり等で飲酒を強要し

ないよう周知する

・未成年の飲酒による身体への影

響について周知する

・未成年者にはお酒を飲ませな

い

・未成年者にお酒を勧めない

・未成年者が飲酒による身体へ

の影響を知る

・未成年者の目につくところに

お酒を置かない

対策

・休肝日（週1日程度）をつくる

・飲酒する場合は節度のある適

度な飲酒量（1日1合程度）を知

る

・一気飲みや無理な飲み方をせ

ず、周囲に強要しない

・飲酒の害について企業内・地域

研修をする

・健診や相談で適正飲酒量を伝え

る

・アルコールに関して知る機会を

つくる

妊婦・未成

年者の飲酒

を防ぐ

週1回以上飲酒

する人のう

ち、1日あたり

の純アルコー

ル摂取量が男

性40g以上女性

20g以上の人の

割合の減少

（20歳以上）

生活習慣病

のリスクを

高める量を

飲酒してい

る人を減ら

す

0%

地域で未成年

者にお酒を勧

める人の減少

男性:20.0%

女性:2.0%
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④ こころ・休養分野                     

  

こころの健康はいきいきと自分らしく生きるための重要な要件です。健康ながはま 21

第 3 期では、「生活リズムを整える」「家庭・地域とほどよいつながりが持てる」「ワーク

ライフバランスがとれる」を具体的目標に掲げ、取り組んできました。その結果、今回

の健ながアンケートでは、「規則正しい生活をしている人」は、第 3 期の目標である男

性 30％以上、女性 40％以上を達成しましたが、「睡眠による休養がとれている人」、「不

安や悩みの相談相手がいる人」、「地域活動・学習・趣味・スポーツのための時間がとれ

ている人」は目標を下回る結果となりました。特に睡眠不足を感じている人の割合は

25％と前回の調査を上回り、年代別でみると 60 歳以下で睡眠不足だと感じている人の

割合が多いことがわかりました。これは、スマートフォンを含むモバイル端末の個人保

有率の増加が睡眠不足の原因の一因となっているのではないかと推測されます。 

生活習慣が乱れると、疲労感が蓄積され情緒を不安定にし、適切な判断を鈍らせるな

ど生活に支障を来します。また、睡眠による休養が十分取れないことやストレスが長期

間にわたり続くことでうつ病等の発症につながることも考えられるため、規則正しい生

活を送ることはいきいきと自分らしく生きるために重要です。 

また、うつ病等を発症させる要因となるストレスの度合いは、仕事や家庭生活、地域・

個人の生活のバランスによって変わってきます。健ながアンケートでは、「仕事」と「家

庭生活」のバランスが取れること(ワークライフバランス1)を理想としている人が最も多

く、次いで「家庭生活」となっています。しかし、現実では「仕事を優先」する人が多

く、「地域活動に参加するための時間」「学習・趣味・スポーツ等のための時間」を、「十

分取れている」「まあ取れている」と答える人は少ない状況でした。不安や悩みの相談相

手の有無についても目標を下回り、少子高齢化がすすみ、核家族化の進展や地域のつな

がりの希薄化などにより、不安なことを相談できる相手がいない割合が増加し、仕事や

家庭生活でのストレスを、地域活動や学習・趣味・スポーツで軽減させたり、気分転換

を図ったりすることが十分できていない現実があることを物語っています。 

                                                   
1 「仕事と生活の調和」の意味で、国民一人一人がやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任

を果たすとともに、家庭や地域生活等においても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて

多様な生き方が選択・実現できる社会を目指すもの(仕事と生活の調和憲章) 
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以上のことから、目標を「こころが健康で社会活動ができる」とし、具体的目標とし

て、生活リズムを整えて、ストレス耐性を高めるために「生活リズムを整える」、家庭や

地域で困ったことを相談し支え合える関係があることで抱える問題が深刻化しないた

め「家庭・地域でほどよいつながりが持てる」、地域活動や学習・趣味・スポーツを行う

ことでストレス軽減や気分転換が図れ、相談しやすい人間関係をつくりやすいことから

「ワークライフバランスがとれる」を引き続き推進していきます。 

評価指標として、身体生理面からこころの健康を保つため、生活リズムを整える基礎

となる「規則正しい生活をしている人の増加」、「睡眠による休養がとれている人の増加」、

様々な問題を本人や家族だけで抱え込むと、こころが病気になり重症化するため「不安

や悩みの相談相手がいる人の増加」及び家庭生活や仕事の苦労によるストレスを適度に

緩和させるために「“地域活動に参加するための時間”と“学習・趣味・スポーツ等のため

の時間”が取れている人の増加」を掲げ、この分野を評価します。 

 

 

 

 

  

●　目標　こころが健康で社会活動できる　(※〈 〉内はH27県の数値)

直近の状況

(出典) 個人で心がけること 行政や関係機関の取組

男性：33.6％

女性：41.9％

(Ｈ30年度健ながアンケート)

75.0%<75.0%>

(Ｈ30年度健ながアンケート)

76.1%

(Ｈ30年度健ながアンケート)

地域活動

 :37.0%

学習・趣味・スポーツ:40.2%

(Ｈ30年度健ながアンケート)

・職場におけるストレ

ス(残業等）について、

関心を高められるよう

啓発を行う。

・企業向けの講座をす

る

・趣味やスポーツ活動

の振興に努める

・地域活動や個人の時

間をつくる

・自分にあった生きが

い、趣味をもつ

不安や悩みの相

談相手がいる人

の増加

85%以上

ワークラ

イフバラ

ンスがと

れる

「地域活動」

「学習・趣味・

スポーツ」のた

めの時間が取れ

ている人の増加

(「十分取れて

いる」「まあ取

れている」)

家庭・地

域でほど

よいつな

がりがも

てる

・悩みや不安をもつ人

に声をかける

・地域の公民館活動等

に参加する

・家族とのコミュニ

ケーションをもつ

・家庭や地域で役割を

もつ

・地域で人との交流の

場をつくる

・家族・隣近所の声か

け運動の推進をする

地域活動:40%以上

学習・趣味・スポーツ

:50%以上

対策

生活リズ

ムを整え

る

睡眠による休養

がとれている人

の増加(睡眠が

「十分とれてい

る」「まあとれ

ている」人の割

合）

規則正しい生活

をしている人の

増加

目標値

80%以上

男性:35%以上

女性:45%以上

具体的目標 評価指標

・こころの健康と生活

リズムの関連性につい

て啓発をする

・働き方改革により、

時間外労働の減少に努

める。

・規則正しい生活を心

がけ、十分な睡眠をと

る

・朝食を抜かず、三食

規則正しく食べる



27 

 

⑤ 歯・口腔の健康分野                         

  

口腔の健康を保つことは、食べ物を食べるための機能として必要なだけでなく、全身

の健康状態を良好に保ち、生涯にわたって健やかにいきいきと暮らしていくための基礎

となります。 

 県においては、歯・口腔の健康づくりに関する施策として、平成 6 年に「滋賀県歯科

保健計画」、平成 26 年には「滋賀県歯及び口腔の健康づくりの推進に関する条例」が制

定されました。 

「8020(ﾊﾁﾏﾙﾆｲﾏﾙ)運動」1の中間目標となる、『60 歳で 24 本以上の歯がある人の割

合』は、健ながアンケートで 71.4%と、長浜市は国・県と比べて高い状況でした。しか

し、『70 歳以上で 20 本以上の歯がある人の割合』は、健ながアンケートで 48.7%と厚

生労働省が発表した 2016 年歯科疾患実態調査の 8020 達成率 51.2%よりも低いこと

から、歯を失う 2 大疾病であるむし歯及び歯周病への予防対策が求められます。 

特に幼少年期のむし歯は、食事やおやつの与え方、ブラッシング等の口腔衛生習慣の

確立等、子育てと密接に関連しています。長浜市の幼少年期のむし歯にかかっている人

の割合は、3 歳児、12 歳児ともに県平均よりも高い状況でした。むし歯予防対策として、

子育て中の保護者や祖父母に対して子どもの口腔衛生保持のため、規則正しい食生活や

歯磨き習慣の定着、歯質を強化するためのフッ化物の利用について啓発する必要があり

ます。 

歯周病は、初期には自覚症状がほとんどないため、症状が明らかに現れたときにはか

なり進行しているといわれています。また、歯周病は単に口の病気ではなく、糖尿病と

の関連をはじめ、心臓病、低体重児出産などの全身の健康との関係も指摘されています。

歯周病の初期症状である、『歯磨きの時に血が出る』人の割合は、健ながアンケートの 30

～64 歳で 43.4%と 5 年前の結果（42.6%）より増加しました。歯周病予防対策として

歯磨きなどのセルフケアに加え、歯科のかかりつけ医2を持ち、定期的に受診して、歯石

                                                   
1 1989 年（平成元年）より厚生省（当時）と日本歯科医師会が推進している「80 歳になっても 20 本

以上自分の歯を保とう」という運動。20 本以上の 歯があれば、食生活にほぼ満足することができると

言われている。 
２ 患者及びその家族の普段の健康管理をする身近な医師を「かかりつけ医」といい、日常的な診療の 

他にも健康相談や指導も含めていろいろな問題について気軽に相談できる医師のこと。 
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除去等の処置を受ける必要があります。健ながアンケートでは、歯科のかかりつけ医を

持っている人は全体で 68.7%でしたが、定期的に予防のために歯科を受診している人

は 38.8%にとどまっており、定期的受診をする人を増やすことが必要です。 

高齢者の口腔清掃等の口腔ケアは、誤嚥性肺炎1や低栄養を予防するために非常に重要

になっています。特に、口腔ケアを行うことで肺炎の発生率はおよそ 40%減少させる効

果があるといわれています(8020 推進財団)。本市の第 7 期ゴールドプランながはま 21

計画によると、計画期間の平成 32 年度までは、本市の総人口は、毎年度 800 人から

900 人の規模で減少しますが、75 歳以上の後期高齢者人口は、毎年度 200 人程度増

加すると推測しています。「健康寿命」の延伸を目指すには、「要支援・要介護状態にな

ることをできる限り防ぎ、要支援・要介護状態にあっても悪化をできる限り防ぐ」介護

予防の取組が重要になっており、介護予防のひとつとして口腔ケアの取組が注目されて

います。 

以上のことから、目標を「歯・口腔の健康を保ち、はつらつと生活できる」とし、具

体的目標を「むし歯・歯周病による歯の喪失を防ぐ」、「高齢者の口腔機能が維持・向上

できる」とします。 

評価指標は、3 歳児、12 歳児の「むし歯のない人の割合の増加」、「1 人当たりのむし

歯本数の減少」、歯周病予防として「60 歳で 24 本以上の歯がある人の増加」、「60 歳代

で何でも噛んで食べられる人の割合の増加」、「30～64 歳で歯ぐきから血が出る人の割

合の減少」、口腔内の健康を保つため「定期的に予防のために歯科を受診している人の割

合の増加」とします。また、高齢期では、「70 歳以上で 20 本以上の歯がある人の割合

の増加」、「70 歳以上で何でも噛んで食べられる人の割合の増加」、とします。また、具

体的目標の一つである「むし歯・歯周病による歯の喪失を防ぐ」取組にあたっては、『お

茶でバイバイ！むし歯菌』のキャッチフレーズを使って、日常的に飲む飲み物は糖分の

入っていない物を飲むことを推進するなど、食育と連携したむし歯予防を強化します。 

 

 

 

  

                                                   
３ 細菌が唾液や胃液とともに流れ込んで生じる肺炎で、高齢者に多く発症し、再発を繰り返す。 
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●目標：歯・口腔の健康を保ち、はつらつと生活できる　  (※〈　〉内は県の直近値）

直近の状況

(出典) 個人で心がけること 行政や関係機関の取組

3歳児:79.3%(H29)

　　　<80.5%(H27)>

12歳児(中学1年生):

　　　61.5%（H29)

　　　<70.5%（H28）>

(滋賀県歯科保健関係資料集平成

29年度版等)

71.4%

<60.1%（H27)>

(Ｈ30年度健ながアンケート)

75.4%

(Ｈ30年度健ながアンケート)

43.4%

(Ｈ30年度健ながアンケート)

70歳以上で20

本以上の歯があ

る人の割合の増

加

48.7%

(Ｈ30年度健ながアンケート)

55%

何でも噛んで食

べられる人の割

合の増加（７０

歳以上）

59.4%

(Ｈ30年度健ながアンケート)

70%

・口腔体操をする

・口腔ケア（歯磨き、舌のケア

等）をする

・歯科のかかりつけ医を持ち、定

期的に歯科健（検）診を受ける

・口腔機能を高めるための情報を

提供する

具体的目標 評価指標 目標値
対策

 むし歯・

歯周病に

よる歯の

喪失を防

ぐ

むし歯のない人

の割合の増加

3歳児:85%

12歳児:70%

・歯と口腔の健康に関する正しい

知識をもつ

・自分にあった歯磨きの方法、補

助用具(デンタルフロス、歯間ブ

ラシ等）の使用方法を身につける

・歯科のかかりつけ医をもつ

・定期的に歯科健（検）診を受け

る

・定期的に歯科医療機関へ歯石を

とりにいく

・フッ化物ついて正しく理解する

・定期的にフッ化物を利用する

(フッ化物塗布、フッ化物入り歯

磨き剤等)

・食後に歯磨きをする

・仕上げ磨きをする

・おやつの後にお茶を飲んだり、

うがいをする

・おやつの時間を決める

・よく噛んで食べる習慣をつける

・「食べたらお茶を飲む」、「の

どが渇いたらお茶を飲む」など、

日常的には糖分の入っていない物

を飲む

・歯と口腔の健康に関する正しい

知識の啓発をする

・関係機関との連携を図る

・歯科健（検）診が受けられる機

会を設ける

・ブラッシング指導が受けられる

機会を設ける

・定期健（検）診の必要性につい

ての啓発をする

・フッ化物について正しい知識の

啓発をする

・歯科医院、健診等での定期的な

フッ化物塗布を推進する（フッ化

物塗布の際にはインフォームドコ

ンセントを実施する）

・歯科のかかりつけ医をもつよう

啓発をする

・「お茶でバイバイ！むし歯菌」

のキャッチフレーズを使って、日

常的には糖分の入っていない飲み

物を飲むことを推進する

60歳(55～64

歳）で24本以

上の歯がある人

の割合の増加

歯ぐきから血が

出る人の割合の

減少(30～64

歳)

3歳児

 0.79本（H29)

<0.60本（H28)〉

12歳児(中学1年生)

 0.81本（H29)

<0.68本(H28)>

(滋賀県歯科保健関係資料集平成

29年度版等)

1人当たりのむ

し歯本数の減少

75%

3歳児 :0.6本

12歳児 :0.5本

定期的に予防の

ために歯科を受

診している人の

割合の増加

何でも噛んで食

べられる人の割

合の増加（６０

歳代）

高齢者の

口腔機能

(口の動

き）が維

持・向上

できる

45%

30%

80%

38.8%

(Ｈ30年度健ながアンケート)
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⑥  高齢者の健康分野                      

 

長浜市の高齢化率は27％（平成29年4月1日現在）を超え、年々上昇傾向にあり、ま

た、75歳以上の後期高齢者の割合（後期高齢化率）も今後上昇が予測されています。

そこで高齢者の健康づくりとしては、活動的で生きがいに満ちた自己実現が出来る高

齢者の増加を目指して、社会参加の促進や健康づくり、介護予防等の健康寿命の延伸

への取組が重要となります。 

健康寿命の延伸に向けて、健康度の高い高齢者には、就労や社会参加を促進する必

要があります。一方で、加齢に伴い筋力や気力など心身の活力が低下していく状態で

あるフレイル1（虚弱）を予防し要介護状態となる時期を遅らせることも重要な課題と

なっています。フレイルの概念や重要性を啓発し、高齢者それぞれの特性に応じて、

良好な食生活、身体活動による体力維持、社会活動への参加を行うことなどにより、

生活の質の維持・向上を図ることが重要です。 

長浜市では、今後、後期高齢者の増加とともに、認知症のある高齢者が増加すると

推測されます。脳血管性認知症、アルツハイマー型認知症については、個人の生活習

慣も影響する事が知られており、予防に取り組むことが大切です。また、認知症にな

っても安心して暮らせるまちづくりを目指して、認知症についての知識や理解を深め

る啓発を「認知症サポーター養成講座」を中心に今後も進めていきます。 

以上のことから、高齢者になってもいきいきと自分らしく暮らすことができるよう、

目標を「高齢者になっても住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる」とし、

具体的目標を、「フレイルの予防に努める」、「認知症の可能性が高くなる病気や生活習慣

の認知度を上げる」、「認知症を正しく理解し、地域で支えられる」とします。評価指標

は、フレイル予防につながる「継続して運動する人の割合の増加」、「転倒予防教室自主

                                                   
1
 健常な状態と要介護状態(日常生活でサポートが必要な状態)の中間の状態として、日本老年医学会が

2014 年に提唱した。加齢とともに、心身の活力（運動機能や認知機能等）が低下し、複数の慢性疾患の

併存などの影響もあり、生活機能が障害され、心身の脆弱化が出現した状態であるが、一方で適切な介

入・支援により、生活機能の維持向上が可能な状態像 
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グループ参加者数の増加」、「地域とのつながりが強いと思う人の割合の増加」、認知症の

正しい理解と生活習慣の改善につながる「認知症の発症の可能性が高くなる病気や生活

習慣の認知度を上げる」、認知症のことを正しく理解し、地域で認知症のある人とその家

族を支える役割をもつ「認知症サポーターの増加」とします。 

 

 

 

 

  

●　目標　高齢になっても住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる (※〈 〉内はH27県の数値)

直近の状況

(出典) 個人で心がけること 行政や関係機関の取組

継続して運動する

人の割合の増加

※継続して運動す

る人とは、1回30

分以上の運動を週2

回以上、1年以上継

続している人

65歳以上

男性:27.5%<41.7%>

女性:30.1%<40.4%>

(Ｈ30年度健ながアンケート）

65歳以上

男性:45%

女性:45%

転倒予防教室自主

グループ参加者数

の増加

2,462人

(H30.3 高齢福祉介護課）

3,350人

（H32 第7期ゴー

ルドプランながは

ま）

地域のとつながり

が強いと思う人の

割合の増加

＊強いと思う、ど

ちらかと言えばそ

う思う人の割合

65歳以上

男性:53.8%

女性:54.4%

(Ｈ30年度健ながアンケート）

65歳以上

男性:70%

女性:70%

認知症の

可能性が

高くなる

病気や生

活習慣の

認知度を

上げる

認知症の発症の可

能性が高くなる病

気や生活習慣の認

知度

高血圧　　　 　36.6%

糖尿病　　　 　38.2%

脂質異常症　 　12.8%

脳血管性疾患　 47.5%

心疾患　　　 　14.1%

肥満　　　　  　19.1%

喫煙　　　　  　27.0%

運動不足　  　   39.7%

飲酒　　　　  　27.2%

(Ｈ30年度健ながアンケート）

高血圧  40%

糖尿病  40%

脂質異常症　25%

脳血管性疾患50%

心疾患　20%

肥満　　 25%

喫煙     30%

運動不足50%

飲酒     30%

・生活習慣病の予防に努める

・定期的に健診を受ける

・生活習慣病の治療を続ける

・自分にあった生きがいや趣味

をもつ

・社会で役割をもち、人々と交

流しながら活動的な生活を送る

・新しいことにチャレンジする

・生活習慣病予防が認知症の予

防につながることを啓発する

認知症を

正しく理

解し、地

域で支え

られる

認知症サポーター

の増加

27,392人

(H30.3 高齢福祉介護課)

32,896人

(H32　第7期ゴー

ルドプランながは

ま）

・認知症に対する正しい知識を

もつ

・身近に相談者をつくる

・認知症のある人を、地域で支

えようとする意識をもつ

・認知症の知識について啓発を

する(学校、企業、地域)

・身近で気軽に相談できる窓口

の周知と体制整備をする

・認知症をキーワードにした地

域との連携を図る(啓発、組織づ

くり)

・認知症の啓発を促進するキャ

ラバンメイトの養成と活動支援

具体的目標 評価指標 目標値
対策

フレイル

の予防に

努める

・地域で開催される行事やス

ポーツレクリエーション等に積

極的に参加する

・誘い合って運動や地域の活動

に参加する

・日常生活で体を動かすよう心

がけるとともに、積極的に外出

する

・低栄養の予防や口腔機能向上

に心がける。

・運動の必要性や体に良い運動

方法についての情報を提供する

・ウォーキング教室等のイベン

トや運動のできる場についての

情報を提供する

・身近なところで継続して運動

できる場を提供する

・各自治会等で実施するサロン

を支援する

・転倒予防教室を通じて、自主

グループの立ち上げを支援する

・フレイル予防の必要性を啓発

する。
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イ 生活習慣病の早期発見と重症化予防 

健康寿命の延伸のためには、介護が必要な状態を引き起こす疾病の予防が重要です。

がんは主要な死亡原因であるとともに、病気の進み具合や治療によって生活に大きな影

響を与えます。また、高血圧や脂質異常症、糖尿病、慢性腎臓病（ＣＫＤ）は重症化す

ると循環器疾患や脳血管疾患を引き起こし、身体機能に大きな影響を与えます。慢性閉

塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）は呼吸の状態に大きな影響を与え、身体活動が制限されること

もあります。これらの疾患について発症予防や重症化を予防するなどの対策を行うこと

で健康寿命の延伸を図ります。 

 

①  がん                           

 

がんは日本人の死因の第 1 位であり、約 30%を占めています。また罹患率も高齢化

とともに高くなっています。全国の統計では 2 人に 1 人ががんになり、3 人に 1 人がが

んで亡くなっています。長浜市においても死因の第１位となっています。標準化死亡比

（ベイズ推定値ＥＢＳＭＲ）1では、女性の胃がんや男性の肺がんが国や県に比べて高く

なっています。経年的にみると、女性の胃がんは徐々に低くなってきていますが、男性

の肺がんは高くなっています。 

がんの予防にはがんについて正しい知識をもち、発症予防と早期発見・早期治療を行

うことが必要です。 

がんについて正しい知識を持つ市民を増やすため、市では平成 27 年度から小・中学

生を対象にがん教育を実施しています。また、がん検診の重要性を知ってもらい、多く

の人が検診を受診するよう、ピンクリボン湖北などの各種団体と連携・協力して啓発活

動を行っています。これらの取組は今後も継続して行います。 

発症予防ではがんのリスクとなる生活習慣を避けることが重要です。例えば、塩分の

                                                   
1  標準化死亡比（SMR）とは、ある集団の死亡率を年齢構成が異なる集団と比較するための指標で、

実際の死亡数と予測される死亡数の比で示す。100 以上の場合は、その集団の死亡率が何らかの理由で

高いと言える。 

 人口の少ない市町村では、わずかな死亡数の増減により標準化死亡比は大きく変動するため、10 年間

の合計を用い、人口の調整を行った経験的ベイズ推定量（EBSMR）を指標とする。 
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過剰摂取は胃がんの発症の危険因子です。また、喫煙は多くのがんの危険因子となって

います。 

がんを予防するため、「禁煙」「節酒」「食生活を見直す」「適正体重を維持する」「身体

を動かす」「がんのリスクを高めるウイルスや細菌への感染の有無を知り、適切に対応す

る」ことが勧められています1。これらの生活習慣を啓発し、すすめていきます。特に禁

煙については長浜市の 40～74 歳の男性の喫煙率が高い状況2であり禁煙をすすめ、受

動喫煙を防ぐ取組を喫煙分野の取組としてすすめます。がんのリスクを高める感染につ

いては、啓発を行うとともに、検診や検査を受けるようすすめていきます。 

がんを早期に発見するには定期的ながん検診の受診が有効です。アンケート結果では、

がん検診を受診する人の割合は約 28～36％であり、どの検診の受診率も国の目標であ

る 50％に到達していません。また、がん検診が安全で安心できる検診であることも大切

です。国の指針に基づいて検査方法の検討を行うとともに、検査の精度を管理していき

ます。がん検診にて精密検査が必要になった場合は、速やかに精密検査を受けることで

がんの早期発見と治療につながります。精密検査の受診をすすめていきます。 

さらにがんにかかった後の支援も重要になっています。がんになった後の生活につい

て支援を求める人が多くなっています。がん相談支援センター3などと連携し、相談や支

援を行っていきます。 

このような現状から、目標は「がんの発症予防及び早期発見と早期治療」とし、具体

的目標は「がんリスクを減らす生活習慣を実践する」「女性の胃がんと男性の肺がんの標

準化死亡比(ベイズ推定値ＥＢＳＭＲ)の減少」、「がんを早期に発見し、治療する」「がん

リスクを高める感染の状況を知る」とします。評価指標は「適正体重の維持」「女性の胃

がんと男性の肺がんの標準化死亡比(ベイズ推定値ＥＢＳＭＲ)の減少」、「がん検診を定

期的に受けている人の増加」、長浜市のがん検診における「精密検査受診率の向上」「特

定のウイルスや細菌の感染ががんリスクを高めることを知っている人の増加」とします。 

  

                                                   
1
 科学的根拠に根差したがん予防ガイドライン「日本人のためのがん予防法」より 

2 平成 26 年度健診等データ分析報告書（滋賀県保険者協議会）より 

3 がんについて誰でも無料で相談できる窓口で、がん診療連携拠点病院や小児がん拠点病院、地域がん

診療病院などに設置されている。 
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●目標：がんの発症予防および早期発見と早期治療　　　  (※〈　〉内は県の数値）
直近の状況

(出典) 個人で心がけること 行政や関係機関の取組

がんリスク

を減らす生

活習慣を実

践する

適正体重の維持

40～64歳で適正体重

（男性：BMI２１～２７、

女性：BMI２１～２５）

である人の割合

男性：68.1%

女性：31.2%

(Ｈ30年度健ながアンケート)

男性：70%以上

女性：35%以上

・特定健診を定期的に受診

する。

・特定保健指導や専門職へ

の相談を積極的に活用す

る。

・生活習慣の改善を行う。

・受診しやすい場や日程で

特定健診を実施する。

・がんリスクを減らす生活

習慣を啓発する。

・職場で職場健診や特定健

診を受けるよう勧める。

・生活習慣を改善しやすい

環境を整える。

女性の胃が

んと男性の

肺がんの標

準化死亡比

(ベイズ推定

値EBSMR)

の減少

女性の胃がんと

男性の肺がんの

標準化死亡比(ベ

イズ推定値

EBSMR)の減少

EBSMR(2006～2015）

女性の胃がん108.1<108.2>

男性の肺がん111.3<105.7>

(滋賀県の死因統計解析）

減少傾向

がん検診を定期

的に受けている

人の増加(胃・

大・肺・乳40歳

以上74歳以下/

子20歳以上74歳

以下）

胃　 男性:38.6%<44.0%>

　　 女性:28.1%<30.6%>

大腸 男性:34.6%<43.3%>

　　 女性:30.6%<34.7%>

肺    男性:28.1%<47.7%>

　    女性:20.8%<34.9%>

(単純Ｘ線撮影含む)

乳    41.3%<33.2%>

子宮 39.0%<33.2%>

(Ｈ30年度健ながアンケート)

45％以上

精検受診率の向

上

(胃・大・肺・乳

40歳以上74歳以

下/子20歳以上

74歳以下）

胃   :93.7%

大腸:83.4%

肺   :94.1%

乳   :99.4%

子宮:85.4%

（H29健康推進課集計）

100%

がんリスク

を高める感

染の状況を

知る

特定のウイルス

や細菌の感染が

がんリスクを高

めることを知っ

ている人の増加

知っている　43.3%

(Ｈ30年度健ながアンケート)
60%

・がんリスクを高めるウイ

ルスや細菌の検査を受ける

・感染に対し、正しい知識

をもち適切な対応について

相談する

・がんリスクを高める感染

について啓発する。

・肝炎ウイルス検診など感

染を調べる検診や検査を実

施する。

具体的目標 評価指標 目標値
対策

・がん検診を定期的に受診

する

・がんに関する知識を持つ

・精密検査が必要な場合は

検査を受ける

・がん検診の重要性を啓発

する

・がん検診を実施するとと

もに、受診率・精密検査受

診率の向上を図る
がんを早期

に発見し、

治療する
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②  高血圧・脂質異常症・糖尿病・慢性腎臓病（ＣＫＤ） 

 

脳血管疾患や心疾患を含む循環器疾患は、がんと並んで日本人の主要死因の１つにな

っており、発症すると身体活動の制限を招いて、生活に大きな影響を与えます。脳血管

疾患や循環器疾患の発症を高める危険因子として高血圧、脂質異常症、糖尿病、肥満、

慢性腎臓病（ＣＫＤ）、喫煙があげられます。脳血管疾患や循環器疾患を予防するために、

危険因子となる疾患を早期に発見し治療を受け、改善を図っていくことが重要です。 

高血圧、脂質異常症、高血糖（糖尿病）、肥満の危険因子のうち、3～4 つの危険因子

がある人は危険因子がなにもない人に比べ、循環器疾患では約 8 倍、脳血管疾患は約 5

倍起こりやすいことが知られています1。おなかの内臓まわりに脂肪が蓄積する内臓脂肪

型肥満は、高血圧や脂質異常症、糖尿病を発症しやすく、重症化しやすい状態です。内

臓脂肪型肥満に加えて、高血糖、高血圧、脂質異常のうちいずれか２つ以上を合わせ持

った状態を、メタボリックシンドロームといいます。特定健診を受診すると、メタボリ

ックシンドロームやその予備群を早期に発見することができます。さらに保健指導を受

けて生活改善に取り組んでいくことで内臓脂肪型肥満を軽減し、高血圧などの疾患の重

症化を防ぐことにつながります。 

慢性的に腎臓の機能が低下する慢性腎臓病（ＣＫＤ）は、腎臓だけでなく全身の機能

に影響を及ぼし、脳血管疾患や循環器疾患を起こしやすくなります。特定健診では腎機

能の検査を行っており、慢性腎臓病（ＣＫＤ）の早期発見・早期治療につながります。  

また、特定健診問診の結果からは喫煙者が多く、定期的に運動をする人が少ない状況

です2。生活習慣の見直しも行っていく必要があり、各分野別に取組を行います。 

市では、特定健診や生活習慣病健診を実施し、受診するよう勧めていきます。また、

特定保健指導や健康栄養相談を実施し、生活習慣の改善を支援します。京都大学大学院

医学研究科と協働で実施している「０次予防健康づくり推進事業」では、０次健診に参

加いただいた１万人の市民の方の健診結果等を医学研究に活用し、その成果を社会に還

元するとともに、市民に対して、生活習慣病の予防につながる取組を検討しています。 

このような状況から、目標を「高血圧・脂質異常症・糖尿病・慢性腎臓病（ＣＫＤ）

                                                   
1  日本動脈硬化学会「動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2017 年版」より 

2  平成 26 年度健診等データ分析報告書（滋賀県保険者協議会）より 
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の早期発見と重症化予防」とし、具体的目標は「定期的な健診の受診」「メタボリックシ

ンドロームの予防」「高血圧・脂質異常症・糖尿病・慢性腎臓病（ＣＫＤ）の早期発見と

重症化予防」とします。評価指標は「特定健診等を定期的に受けている人の増加」国民

健康保険特定健診における「メタボリックシンドローム該当者及び予備群者割合の減少」

及び「特定保健指導終了率の向上」、「Ⅱ度高血圧以上の人の割合の減少」、「LDL コレス

テロール 160ｍｇ/㎗以上の人の割合の減少」、「eGFR50mℓ/分/1.73 ㎡以下（70 歳以

上は 40 mℓ/分/1.73 ㎡以下）の人の割合の減少」、「要医療判定値以上の人の医療受診

をした人の割合の増加」、「特定保健指導以外の保健指導を受けた人の増加」、「40～64 歳

脳卒中地域連携パス発行者割合の減少」とします。 
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※要医療判定値以上のうちハイリスク者とは 
 以下のいずれかに該当する人である。 
 収縮期血圧 160ｍｍHg 以上、拡張期血圧 100ｍｍHg 以上、HbA1c6.5%以上、空腹時血糖 126mg/
㎗以上、LDL コレステロール 180 mg/㎗以上、中性脂肪 1,000 mg/㎗以上、尿たんぱく 2+以上、尿
糖 2+以上、尿たんぱく+かつ尿潜血+以上、尿酸 9.0 mg/㎗以上、eGFR50 ml/分/1.73 ㎡未満（70
歳以上は 40ml/分/1.73 ㎡未満） 

●目標：高血圧・脂質異常症・糖尿病・慢性腎臓病（ＣＫＤ）の早期発見と重症化予防

直近の状況

(出典) 個人で心がけること 行政や関係機関の取組

20歳以上:61.4%

40歳以上:59.5%

(Ｈ30年度健ながアンケート)

メタボリックシ

ンドローム該当

者及び予備群者

割合の減少

該当者14.4%（866人）

　　　　　<17.2%>

予備群10.5%（630人）

　　　　　<10.5％>

(H28国民健康保険

特定健診法定報告）

減少傾向

・特定保健指導やその他の

保健指導を利用する

・生活習慣を改善する

・生活習慣改善の必要性や

具体的な方法について、わ

かりやすく指導する

特定保健指導終

了率の向上

48.1%<32.0%>

(H28国民健康保険

特定健診法定報告）

55%以上 ・特定保健指導を利用する

・生活習慣改善の必要性や

具体的な方法について、わ

かりやすく指導する

・保健指導が受けやすい体

制をつくる

Ⅱ度高血圧以上

の人の割合の減

少(収縮期血圧

160mmHg以上

又は拡張期血圧

100mmHg以

上)

男性:4.47%

女性:3.51%

(H29特定健診

　n=6,387）

男性:4%以下

女性:3%以下

LDLコレステ

ロール160㎎/dl

以上の人の割合

の減少

男性:6.5%

女性:8.6%

(H29特定健診受診者、

n=6390)

男性:6%以下

女性:8%以下

HbA1ｃ6.5%以

上の人の割合の

減少

6.9%

(H29特定健診

n=6276)

6.7%以下

eGFR50ml/分

/1.73㎡以下

（70歳以上は

40ml/分/1.73

㎡以下）の人の

割合の減少

2.2%

(H29特定健診

n=6301)

減少傾向

要医療判定値以

上の人の医療受

診をした人の割

合の増加

43%

うち、ハイリスク者の受診率

68.6%

(H28特定健診）

60%

うち、ハイリスク

者の受診率

80%

40～64歳脳卒中

地域連携パス発

行者割合の減少

発行者数と人口に対する割合

30人　0.078％

(H27年度）

人口はH27.10.1現在

減少傾向

メタボリッ

クシンド

ロームの予

防

高血圧・脂

質異常症・

糖尿病・慢

性腎臓病

（CKD）の

早期発見と

重症化予防

・特定健診等を受診する

・特定保健指導やその他の

保健指導を利用する

・医療への受診が必要な場

合は受診する

・治療が必要な場合は治療

を継続する

・生活習慣を改善する

・特定健診を実施するとと

もに受診率の向上に努める

・健診結果をわかりやすく

伝え、生活習慣の改善を促

す

  (※〈　〉内は県の数値）

具体的目標 評価指標 目標値
対策

定期的な健

診の受診

特定健診等を定

期的に受けてい

る人の増加

70%以上
・生活習慣病健診や特定健

診を定期的に受診する

・健診の重要性を啓発する

・健診を受けやすい体制を

つくる
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③  慢性閉塞性肺疾患 (COPD)                        

慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）は、主として長期の喫煙によってもたらされる肺の慢

性的疾患であり、肺の機能が低下することで咳、痰、息切れなどの症状がみられるよう

になり身体機能にも大きな影響を与えます。標準化死亡比（ＥＢＳＭＲ）では、男性の

慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）は国や県に比べて大変高くなっており、大きな課題とな

っています。 

慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）の主要原因は喫煙であり、最も効果の高い予防方法は

禁煙です。我が国の喫煙率は近年低下傾向にありますが、長浜市の 40～74 歳男性の喫

煙率は県と比べ高くなっており1、禁煙をすすめ、受動喫煙を防ぐ取組が必要です。喫煙

分野の取組をすすめます。 

このような状況から、目標及び具体的目標は「慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）の発症

予防と重症化予防」、評価指標は「慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）を知っている人の増加」

「男性の慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）標準化死亡比(ベイズ推定値ＥＢＳＭＲ)の減少」

とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                   
1
 平成 26 年度健診等データ分析報告書（滋賀県保険者協議会）より 

●目標：慢性閉塞性肺疾患（COPD）の発症予防と重症化予防

直近の状況

(出典) 個人で心がけること 行政や関係機関の取組

慢性閉塞性肺疾

患（COPD）を

知っている人の

増加

知っている

　11.0%<32.2％>

(Ｈ30年度健ながアンケート)

30%以上

男性の慢性閉塞

性肺疾患

（COPD）の標

準化死亡比(ベイ

ズ推定値

EBSMR)の減少

EBSMR(2006～2015）

男性の慢性閉塞性肺疾患

（COPD）

134.9<121.0>

(滋賀県の死因統計解析）

減少傾向

対策

慢性閉塞性

肺疾患

（COPD）

の発症予防

と重症化予

防

・禁煙に努める

・喫煙が慢性閉塞性肺疾患

（COPD）の危険因子であ

ることを啓発する

・禁煙の保健指導を行う

 (※〈　〉内はH28県の数値）

目標値評価指標具体的目標
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（３） 健康なまちづくり 

 

① ソーシャルキャピタルの醸成（市民協働の健康づくり）                      

 

健康づくりの取組は、従来、個人の健康づくりの取組が中心でしたが、個人の健康は

個人を取り巻く様々な社会環境の影響を受けることから、「健康づくりはまちづくり」と

言われるように社会全体で健康づくりを総合的に取り組むことが必要です。 

健康づくりに関する研究1では、個人が持つ人々とのつながり、ネットワーク（個人レ

ベル）が豊富であれば、健康に良い情報を得る機会やお互いに助け合う機会が多く、そ

れらが個人の健康を高めることにつながると言われています。また地域住民相互の信頼

感、お互いの協力意識が高ければ、住民同士の摩擦が少なく、心理的に良い影響を及ぼ

すものと考えられており、個人や地域レベルのソーシャル･キャピタル2は相互に関係し

て地域住民の健康レベルを高める可能性があると考えられています。 

以上のことから、社会全体が相互に支え合いながら健康を守る環境づくりを目指して、

健康づくりを通じたソーシャルキャピタルの醸成に努めます。 

健ながアンケートでは、地域とのつながりが強い方だと思うかを尋ねたところ「そう

思う」「どちらかといえばそう思う」と回答した人が、44.2％でした。年齢別でみると

「そう思う」の割合は年齢が高いほど高く、年齢が若いほど低くなり、若いほど地域と

のつながりが少なく、地域だけではない職場や様々なつながりを広げていく必要がある

と考えられます。また、どの地域でも「そう思う」「どちらかといえばそう思う」と回答

した人の割合は「そう思わない」「どちらかといえばそう思わない」と回答した人の割合

を上回りました。健康づくりは行政主導の取組と共に、市民や地域それぞれが主体性を

発揮しながら協働して取り組む必要があります。 

                                                   
1 「健康づくりにおけるソーシャル・キャピタルの育成等に関する保健所の役割に関する研究調査 報

告書」より 

2 アメリカの政治学者のパットナムは 1993 年にソーシャル・キャピタルを、「信頼」「規範」「ネットワ

ーク」といった社会組織の特徴で、人々の協調行動を促進し、社会の効率性を高めることができるもの

と定義した。 
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そこで、目標を「健康を支え守るための社会環境整備」とし、具体的目標を「地域の

つながりの強化」、「地域活動に主体的に関わる」、「健康づくりを支援できる地域づくり

を進める」とします。評価指標は、「自分と地域のつながりが強い方だと思う人の増加」、

「ボランティアやＮＰＯ等の市民活動に参加している人の増加」、「他者に健診を勧めた

り、誘ったことがある人の増加」とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

● 目標　健康を支え守るための社会環境整備 (※〈 〉内はH27県の数値)
直近の状況

(出典) 個人で心がけること 行政や関係機関の取組

地域のつなが

りの強化(居住

地域でお互い

に助け合って

いる人の割合

の増加）

自分と地域のつ

ながりが強い方

だと思う人の増

加

44.2%

(Ｈ30年度健ながアン

ケート）

<53.0%>

（H19国 45.7%）

65%

(H34国

65%)

(H35県

65%)

・自治会行事、地域のイ

ベント等に参加する

・近所同士の積極的な挨

拶やコミュニケーション

を図る

・地域活動を支援する

・自治会や地域づくり協

議会、ＰＴＡなど地域づ

くりの担い手となる団体

を支援する

地域活動に主

体的に関わる

ボランティアや

NPO等の市民活

動に参加してい

る人の増加

15.9%

(Ｈ30年度健ながアン

ケート）

25%

・ボランティアに参加し

活動する

・自治会や地域づくり協

議会・老人会・ＰＴＡ等

の地域活動に参加する

・地域づくり協議会等の

地域の健康づくり活動を

支援する

・市民活動や地域づくり

協議会活動について情報

発信する

・地域と学校が連携し、

地域で子どもを育てる

・ボランティア講座等の

実施によりボランティア

意識を啓発する

・三世代交流イベントを

実施する

健康づくりを

支援できる地

域づくりを進

める

他者に健診を勧

めたり、誘った

ことがある人の

増加

32.7%

(Ｈ30年度健ながアン

ケート）

45.0%

・健康や健診について身

近な人と話したり、健康

づくりに取り組む

・健康についての研修会

や勉強会に参加する等、

健康について意識を高め

る

・家族や知り合いで健診

受診するよう声を掛け合

う

・地域の健康づくり活動

を支援する

・地域や地域づくり協議

会・健康推進員協議会と

連携して健診受診勧奨を

する

・健診の誘い合いを推進

する

対策
具体的目標 目標値評価指標
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② 次世代の健康                       

 

生涯を通じ健やかで心豊かに生活するためには、妊娠中や子どもの頃からの健康 (次

世代の健康)が重要となります。妊娠前・妊娠期の心身の健康づくりを十分行うとともに、

子どもの健やかな発育とよりよい生活習慣を形成することで、成人期、高齢期までの生

涯を通じた健康づくりをすることができます。 

健康については、子どもの頃から教育することが重要です。取組として、長浜市では

平成 27 年度から小・中学生を対象に「がん教育」を実施しています。がん教育を通し、

健康と命の大切さについて学び、自らと家族の健康を適切に管理し、がんに対する正し

い知識を身につけることを目指しています。また、子ども産み育てるうえで安心して子

どもを産み育てられる環境づくりも重要と考えます。市ではその一つとして平成 29 年

度から「長浜市子育てコンシェルジュ事業」を開始し、各地区の担当保健師が子育てコ

ンシェルジュとして、妊娠・出産・子育てに関する相談・子育て支援の情報提供やサー

ビス利用のサポートを行っています。 

また、健康な生活習慣の一つに食生活が影響しています。長浜市では、平成 29 年度

の 3 歳 8 か月児健診で朝食の欠食率は 0.1％ですが、平成 30 年度の中学 2 年生の朝食

の欠食率は 2.0％と、年齢があがるにつれ欠食率が増加しています。   

運動も健康な生活習慣の一つに影響していますが、小学 5 年生において体育の授業を

除く 1 週間の総運動時間が 60 分未満の割合は、男子 6.4％、女子 11.6％となっていま

す。 

子どもが成長し、やがて親となり、その次の時代を担う子どもを育てるという循環に

おいても、子どもの健やかな発育や生活習慣の形成は重要となります。 

今回、目標を「将来を担う次世代の健康を支える」とし、具体的目標を、「健康な生活

習慣(栄養・食生活・運動)を有する子どもの増加」、「安心して子どもを産み育てられる

環境づくり」、「適正体重の子どもの増加」とします。評価指標は、「朝食を欠食する人の

減少」、「体育の授業以外で運動している子どもの割合」、「乳幼児健康診査（3 歳 8 か月

児健診）受診率の向上」、「全出生数中の低体重児の割合の減少」、「適正体重を維持して

いる子どもの増加」とします。 
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●目標：将来を担う次世代の健康を支える

直近の状況

(出典) 個人で心がけること 行政や関係機関の取組

朝食を欠食する

人の減少(食べ

ない・時々食べ

ない）

中学2年生

2.0%

(H30健やか教育推進課調

査)

3歳8カ月児

0・1%

(H29 3.8健診)

減少傾向

・早寝早起きをする

・朝食を毎日とる

・乳幼児健診で啓発する

・朝食や生活リズムの大

切さについて啓発する

・小中学生に対し授業で

啓発する

体育の授業を除

く1週間の総運

動時間が６０分

未満の割合

小学5年生

男子：6.4％

女子：11.6％

(H29全国体力・運動のう

力・運動習慣等調査)

減少傾向

・習慣的な運動の必要性

を知る

・地域の運動教室等の情

報を知る

・スポーツ少年団の加入

者の増加への啓発をする

・幼少期からのスポーツ

教室を開催する

安心して

子どもを

生み育て

られる環

境づくり

3歳8ヵ月健診

受診率の向上

97%

(H29健康推進課集計)

100%に近づけ

る

・3歳8か月時点での、児

の健康状態（身長・体

重・肥満度等）について

理解を深める

・3歳8か月児健診の受診

について相談事業や関係

機関等を通して勧奨す

る。

・未受診者の全数把握を

行い、未受診者にも児の

健康状態に理解を深めて

もらえるよう訪問指導等

を行う。

全出生数中の低

出生体重児の割

合の減少

市8.6%(H27)

＜国9.5%(H27)

　 県9.3%(H27)＞

減少傾向

・妊娠中の喫煙の影響に

ついての知識を持つ

・妊婦健康診査を継続受

診し、体重管理をする

・妊娠届出時の聞き取り

票で、妊婦および夫(ﾊﾟｰ

ﾄﾅｰ）が喫煙者の場合は

喫煙の影響について啓発

する

適正体重を維持

している子ども

の増加

小学5年生

男子:88.8%

女子:90.3%

(H30.6調査 すこやか教育

推進課)

適正体重を維持

している子ども

の増加

・野菜を中心としてバラ

ンスよく食べる

・園児/小中学生に対し

てバランスの良い食生活

の指導と運動の推奨する

適正体重

の子ども

の増加

具体的目標 評価指標 目標値
対策

健康な生

活習慣

（栄養・

食生活・

運動）を

有する子

どもの増

加
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③ 地域医療分野                  

 

この分野では、安心・安定的な地域医療の確保を目指すために、救急医療、リハビリ

テーション、在宅医療1、へき地医療2等の医療提供体制のあり方についての基本指針を

示します。現状では医師等の不足が即時解決することは非常に厳しい状況にあることか

ら、今ある医療資源が有効に機能するよう機能分担を明確にし、効果的に連携できる取

組が必要であるため、目標を「住み慣れた地域で安心して医療を受けられる」とします。 

 

救急医療 

休日昼間の内科、小児科の初期(一次)救急医療3は長浜米原休日急患診療所が担ってい

ます。当該診療所は、休日に病院の救急外来を受診する軽症患者の増加を抑制し、医師

等の負担の緩和を目的に設置しています。平成 22 年の開設以来、休日急患診療所の利

用割合は年々増加傾向にあります。長浜赤十字病院、市立長浜病院、長浜市立湖北病院

（以下、「3 病院」という）の休日昼間の救急外来と休日急患診療所の受診者総数のう

ち、休日急患診療所の内科と小児科の受診割合は平成 22 年の開設当初は 40.6%でした

が、平成 29 年度では 52.1%を占めました。平成 29 年度の利用者の内訳を見ると、小

児科が 72.1%だった一方、内科は 36.4%となっており、特に内科の受診割合が低い傾

向にあることから、今後も継続した啓発が必要です。そして、より適切な医療を提供で

きる環境を整えていくことで、湖北圏域における初期救急の役割を果たしていきます。 

また、湖北保健医療圏域4(以下「湖北圏域」という)では、市立長浜病院と長浜市立湖

北病院が救急告示病院5としての二次救急医療6を担い、三次救急医療7を長浜赤十字病院

の救命救急センター8が担っています。 

                                                   
1
 医療受療形態の一つ。広義には、病院外で行う医療全般を在宅医療と呼ぶが、通常は通院困難な患者が過ごす自宅

又は施設等に、医療者が訪問して医療継続する狭義の在宅医療を指す。 
2 へき地で行われる医療のことで、主に「へき地診療所」等が行っている。最近では、へき地診療所だけで完結す
るものではなく、診療所と病院との連携や、医師がいないときには、代わりの医師の派遣や、専門医による巡回診
療等を含めたものをまとめて、へき地医療といわれている。 
3
 休日及び夜間に比較的軽症の救急患者を受け入れている「休日急病(患)診療所」と地域の開業医師が当番制で休日

及び夜間に自院で診療を行う「在宅当番医制」がある。 
4 医療圏域に準ずる地域単位であり、長浜市、米原市の2市により構成される。なお、県においては保健所行政区域
を単位とした7圏域で設定されている。 
5
 事故や急病等による傷病者を救急隊が緊急に搬送する医療機関で、医療機関からの協力の申し出を受けて知事が認

定、告示した病院。  
6 入院治療や手術を必要とする重症患者に対応する救急医療。 
7 2次救急医療機関で対応できない重篤な救急患者を24時間365日体制で受け入れる医療。 
8 心筋梗塞、脳卒中、頭部損傷等の重篤救急患者の救命医療を行うことを目的に設置された医療機関で、高度な救
急医療を24時間体制で提供できる機能を有する。 
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今後も、こうした救急医療を確保していくためには、引き続き救急医療の機能分担を

進めていく必要があります。このことから、具体的目標を、初期(一次)救急医療が適切

に機能できるよう「休日急患診療所事業の充実と定着」とし、評価指標を「休日昼間の

3 病院の救急外来と休日急患診療所の受診者総数のうち休日急患診療所の受診割合の増

加(小児科・内科)」とします。 

 

小児保健医療(小児救急含む)  

小児救急の受診者数（湖北圏域における二次、三次医療機関への小児救急患者数）

は、平成22年に長浜米原休日急患診療所が開設して以来減少を続け、平成21年度と平

成29年度の受診者数を比較すると、およそ81ポイントの減少が見られ、機能分担が進

んでいるということが言えます。 

また、日々の小児科の受診については、機能分担の観点だけでなく、子どもの適切

な健康管理のためにも、かかりつけ医を持つことを推進しています。日ごろから子ど

もの健康等について相談しやすい関係を作っておくことで、病気の早期発見、早期治

療につながります。受診の結果、病院での専門的な医療が必要だと判断された場合に

は、かかりつけ医から円滑な引継ぎを行うことができます。 

健ながアンケートでは、小児のかかりつけ医を持っている家庭は、平成25年の

83.5%から平成30年には87.3%へ増加しており、今後も保護者へ急病傷時の対処法等

と併せてかかりつけ医の普及啓発を進めることが必要です。 

これらのことから、具体的目標を「小児保健医療の充実(小児救急含む)」とし、評価

指標は引き続いて「小児のかかりつけ医を持っている家庭の増加」とします。 

 

リハビリテーション 

身体疾患等を抱える入院患者が在宅に復帰するためには、病期(急性期、回復期、維

持期)に応じたリハビリテーションが欠かせません。現在、急性期病院(長浜赤十字病

院、市立長浜病院、長浜市立湖北病院)では、地域包括ケア病棟1を運営し、在宅復帰を

目的としたリハビリや退院調整等について、地域との連携を図りながら在宅復帰の支

                                                   
1 急性期医療を経過した患者及び在宅において療養を行っている患者等の受入並びに患者の在宅復帰支

援等を行う機能を有し、地域包括ケアシステムを支える役割を担う病棟又は病室。 
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援を行っています。また、市立長浜病院においては、これに加えて脳卒中や骨折等に

特化した回復期リハビリテーション病棟1も運営しています。 

 このことから、具体的目標は「生活機能の向上を目的としたリハビリテーションの

充実」とし、評価指標を「地域包括ケア病棟及び回復期リハビリテーション病棟にお

ける在宅復帰率の維持」とします。 

 

在宅医療 

高齢化がさらに進展すると医療や介護を必要とする人がますます増加しますが、現

在の医療・介護サービスの提供体制のままでは十分対応できないことが予想されま

す。病気や高齢になっても、住み慣れた地域で安心して過ごすことができるように、

医療関係機関は在宅療養支援診療所2や訪問看護ステーション3等の増加や専門性の向上

に加え、地域包括ケアシステム4の構築に向けた医療・介護を中心とした多職種連携を

推進していく必要があります。これに関連し、平成31年1月からは、地域包括支援セン

ター5を全て外部委託することで、その地域の市民と医療機関や介護事業所等がより繋

がりやすい環境を整備しています。 

また、医療の充実を図るための拠点として長浜米原地域医療支援センター6では、医

師、歯科医師、薬剤師、訪問看護師、介護支援専門員等の相互連携を図り、地域住民

が最期まで安心して療養できる在宅医療や訪問歯科診療の推進を支援するとともに、

                                                   
1 日常生活動作(ADL)能力の向上による寝たきりの防止と家庭復帰を目的としたリハビリテーションプロ

グラムを、医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士等が共同して作成し、こ

れに基づくリハビリテーションを集中的に行う必要のある脳血管疾患や骨折等の患者を対象とした病

棟。 

2 24時間体制で往診や訪問看護を実施する診療所のことで、平成18年の医療法改正で新設された。自宅

でのターミナルケア(終末期ケア)や慢性疾患の療養等への対応が期待されている。 
3 かかりつけの医師の指示にもとづいて看護師が訪問し、自宅で高齢者やしょうがいのある人等に看護

サービスを提供する事業。 
4 高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮

らしを人生の最期まで続けることができるための地域の包括的な支援・サービス提供体制 

5 地域の高齢者等の心身の健康の保持及び生活の安定のための必要な援助を行うことを業務とし、地域

の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援する中核機関として設置している。 

6 湖北医師会、湖北歯科医師会、湖北薬剤師会、訪問看護ステーション等が自ら協力連携して「在宅を

中心とした医療体制」を円滑に推進するために設置。湖北地域の住民が地域で安心した療養生活を送れ

るよう支援することを目的とする。 
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情報発信源として講演会や出前講座等による市民啓発も行っています。 

このような取組を背景として、市民生活において大切なのは、いつでも気兼ねなく

相談できるかかりつけ医を持つことであり、そのことにより訪問診療、訪問看護の実

施や関係機関への円滑な取次ぎが可能となります。 

健ながアンケートでは、診療所の内科のかかりつけ医を持っている人は66.8%(H25

年)から72.7%(H30年)と増加しており、今後も継続して施策の展開が必要と考えま

す。 

以上のことから、具体的目標を「安心して暮らせるための在宅医療の充実」とし、  

評価指標は引き続いて「診療所の内科のかかりつけ医を持っている人の増加」とします。 

 

へき地医療 

民間医療機関の進出が困難な山間へき地1おいては、へき地医療拠点病院2である長浜

市立湖北病院と、国民健康保険直営診療所（以下「国保直診」）とが中心となって医療

の確保に努めています。 

長浜市立湖北病院では、山間部にある余呉町中河内診療所、木之本町杉野診療所、

金居原診療所に年間約140日の巡回診療を実施しています。 

国保直診においては、医師の安定的な確保を図るため、浅井東診療所が平成26年10

月から、西浅井地区診療所については平成27年4月から、指定管理者による運営に移行

しています。加えて、中之郷診療所は平成30年4月から湖北病院との一体的な連携によ

り運営を行っています。 

また、国保直診の持続可能な医療体制を確保するためには、医師負担の少ない複数

                                                   
1 木之本地域と余呉地域にある、長浜市の無医地区に準じる地区及び無歯科医地区に準じる地区のこ

と。原則として医療機関の無い地域で、当該地区の中心的な場所を起点としておおむね半径4kmの区域

内に50人以上が居住している地区であって、かつ容易に医療機関を利用することができない地区を無医

地区といい、無医地区に準じる地区は、前述に準じて医療の確保が必要と都道府県知事が判断し、厚生

労働大臣に協議し適当と認めた地区をいう。へき地診療所は木之本地域、余呉地域のほか、へき地に準

じる地区として西浅井地域に開設。 

2 無医地区及び無医地区に準じる地区を対象として、へき地医療支援機構の指導・調整のもとに、巡回

診療、へき地診療所等への代診医派遣等の医療活動を継続的に実施できると認められる病院のこと。知

事が指定する。 
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医師体制の構築が必要不可欠であることから、平成31年4月からは西浅井地区診療所の

拠点化を行います。 

以上のことから、具体的目標を「持続可能なへき地医療の確保」とし、評価指標を「山

間へき地における医師数の維持」及び「巡回診療実施回数の維持」とします。 

 

地域医療連携体制 

地域医療連携は、患者の病状にあった継続性のある医療を適切な場所で切れ目なく

提供していくことを目的とし、地域の医療機関と病院がその機能を分担し連携するこ

とにより助け合って行く仕組みとなっています。湖北圏域内の医療機関は、病院が4か

所、一般診療所が120か所、歯科診療所が63か所(平成30年4月1日現在)あり、診療所

と病院との連携が深められてきました。 

しかし、後遺症がある疾病等の方や終末期医療が必要な方は、入院治療が短期間で

終了しても、退院後の在宅生活に不安を持っている場合があります。住み慣れた地域

で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、住まい・医療・介

護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を更に推進す

るとともに、びわ湖あさがおネット1といったICT技術を用いて、安全に診療情報や在

宅療養支援情報を関係機関で共有することにより、より良い医療・在宅療養サービス

を提供するための仕組み作りが必要です。 

このようなことから、具体的目標を「病診連携・診診連携の促進」とし、評価指標

を「湖北圏域内の医療の自足率2の増加」と「3病院の合計した患者紹介率3の維持」と

します。行政や医療関係機関は、診療所や病院等のそれぞれの特徴を十分にいかすと

ともに、ICTシステムの活用も含めて医療資源の適切な役割分担と連携による、切れ目

のない医療を提供する体制の構築を目指します。 

                                                   
1 ICT 技術を用いて、安全に診療情報や在宅療養支援情報を県内の関係機関で共有することにより、よ

り良い医療・在宅療養サービスを提供するための仕組み。 
2 ある圏域の住民が、その圏域にある医療施設を利用する割合を示す。 

 ある二次保健医療圏に住所を有する患者のうち、同じ二次保健医療圏域内の医療施設で受療した患者数 ×100 

            ある二次保健医療圏域に住所を有する患者数 

3 当該医療機関を受診した患者のなかで、他の医療機関(病院・診療所等)からの紹介を受けて受診をし

た患者数の割合を示す。（DPC 調査より） 
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市民啓発 

救急受診については、救急病院でのコンビニ受診1が多いとの指摘があります。その背

景には、市民が医療の現状を知る機会が少ないために医療機関の機能についての理解が

不十分なことや、家庭での病気の対応・予防についての知識が薄くなっていることが考

えられます。 

また、救急車の出動件数・搬送人員数はともに増えており、平成 29 年中の湖北圏域

内での救急出動件数は 7,234 件、1 日の平均出動件数は約 19.8 件、1 日平均搬送人数

は 19 人、およそ 72 分に 1 回の割合で救急車が出動していることから、救急隊の現場

までの到着時間も遅くなっています。限りある搬送資源を緊急性の高い事案に優先して

投入するためには、救急車の適正利用を更に推進していく必要があります。 

市民に安心・安全な医療の確保の協力を求めるためにも「病気の予防や急な外傷等

に対応する基本的な知識」、「適切な医療機関受診」、「かかりつけ医、かかりつけ

歯科医、かかりつけ薬局を身近に持つこと」等の健康教育や、医療の現状の的確な発

信などの市民啓発を引き続き行います。 

健ながアンケートでは、市から医療や病気に関する情報を得ている人は 32.7%とな

っており、具体的目標を「医療等の市民理解の推進」とし、評価指標を「市から医療や

病気に関する情報を得ている人の増加」とします。 

 

人材確保と人材育成 

医師数を人口 10 万人対(平成 28 年 12 月現在)で比較してみると、県全体では 251.7

人、長浜市は 232.8 人となっています。湖北圏域では病院医師の減少が進んでおり、閉

鎖になった診療科や維持が危ぶまれる診療科も複数あります。安定的な医療を確保する

ため、国保直診では、指定管理者制度の導入などにより運営を行っていますが、依然と

して厳しい状況です。 

また、高齢の患者が増加するなかで、医療や福祉等に関わる専門職も不足していま

す。 

                                                   
1 夜間や休日を問わず、体調のちょっとした変化でも、入院や手術が必要な患者の治療に当たる専門医 

のいるような大病院に駆け込むこと。 
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長浜病院では電子カルテやドクターアシスタント等の導入により、医師の負担軽減

を図ってきましたが、今後も医師の働き方改革をはじめとした医療従事者の負担軽減

のための更なる方策を検討し、取組を進めることが必要です。 

これらのことから、具体的目標を「安心して働ける仕組み作り」とし、評価指標を

「市内に勤務する医師数の増加と専門医の確保」とします。 

 

  

●　目標　住み慣れた地域で安心して医療を受けられる

直近の状況

(出典) 個人で心がけること 行政や関係機関の取組

52.1%

(H29年度実績)

87.3%

(Ｈ30年度健ながアン

ケート)

①市立長浜病院

地域包括ｹｱ病棟

93.4％

回復期リハビリテー

ション病棟

85.7％

②長浜市立湖北病院

地域包括ｹｱ病棟

89.23%

③長浜赤十字病院　地

域包括ｹｱ病棟　95.2%

(H29年度実績)

72.7%

(Ｈ30年度健ながアン

ケート)

巡回診療実施回数

の維持
140回(H29年度実績)

山間へき地におけ

る医師数の維持
15人(平成30年度実数)

安心して暮らせ

るための在宅医

療の充実

診療所の内科のか

かりつけ医をもっ

ている人の増加

80%以上

・在宅医療についての知識をも

つ

・診療所の内科のかかりつけ医

をもつ

・在宅支援診療所、医療機関、

訪問看護ステーション等の連携

を図る

・診療所の内科のかかりつけ医

をもつよう啓発をする

持続可能なへき

地医療の確保
維持

・長浜市立湖北病院および国保

直診の連携を推進する

・さまざまな形での医師確保対

策を行う

小児保健医療の

充実（小児救急

含む）

小児のかかりつけ

医をもっている家

庭の増加

90%以上

・小児のかかりつけ医をもつ

・保護者は、小児救急時の対処

法や育児の新しい知識をもつ

・小児科医師の確保につとめる

・小児科のかかりつけ医をもつ

ことおよび保護者への小児救急

対処法や育児に関する知識の普

及啓発をする

生活機能の向上

を目的としたリ

ハビリテーショ

ンの充実

地域包括ケア病棟

及び回復期リハビ

リテーション病棟

における在宅復帰

率の維持

維持

・少しでも自立した日常生活を

送れるようにするため、リハビ

リテーションに関する知識の習

得に努める

・通院患者のためのリハビリ

テーション教室や在宅リハビリ

テーションの推進につとめる

・転倒防止などの運動教室の開

催支援

具体的目標 評価指標 目標値
対策

休日急患診療所

事業の充実と定

着

休日昼間の3病院

の救急外来と休日

急患診療所の受診

者総数のうち、休

日急患診療所の受

診割合の増加

55%以上

・救急医療と休日急患診療所の

存在意義を理解する

・休日昼間の救急時には、緊急

時の場合を除いて休日急患診療

所を利用する

・休日急患診療所の機能を明示

し、啓発をする

・医師会、市内の病院や関係機

関等との連携、協力体制の確立

をはかる

・休日急患診療所の運営の充実

を図る
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●　目標　住み慣れた地域で安心して医療を受けられる

直近の状況

(出典) 個人で心がけること 行政や関係機関の取組

自足率（入院）78.8%

(Ｈ29年度1日患者調

査）

32.7%

(Ｈ30年度健ながアン

ケート)

人口10万人対232.8人

（平成28年12月現在）

医療等の市民理

解の推進

市から医療や病気

に関する情報を得

ている人の増加

40%以上

・医療、福祉、介護等に関する

制度やサービスの適切な利用を

する

・地域医療に関する知識をもつ

・医療提供体制について情報発

信をする

・医療、福祉、介護等の制度や

サービスの適切な利用法の啓発

をする

安心して働ける

仕組み作り

市内に勤務または

開業する医師数の

増加と専門医の確

保

維持(人口10万

人対232.8人)お

よび専門医の確

保

・医師、看護師、その他の専門

職を確保する

・医師研修体制づくりやその他

医療や福祉等に関わる専門職を

育成する

・市の医療に関係する部局間の

連携を図る

維持

具体的目標 評価指標 目標値
対策

病診連携・診診

連携の促進

湖北圏域内の医療

の自足率の増加
80%以上

・病院と診療所、福祉施設や介

護保険事業所等との連携を図る

3病院の合計患者

紹介率の増加

他院よりの紹介ありの

率（52.9％）

(Ｈ28年度DPC調査）
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第 Ⅲ 章 

食 育 推 進 

(長浜市食育推進計画) 
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「食」は命の根源であり、生きていくために食は欠かせません。私たちの豊かな食文

化は、伊吹山系の山々から琵琶湖に注ぐ姉川や高時川の水、魚等の生き物、湖北平野の

豊かな土からの恵みである米や野菜等によって生まれ育まれてきました。年々、生活形

態や労働形態の変化、コンビニエンスストアや既成の食品の利用、健康食品の増加、過

度のダイエット等により食を取り巻く社会環境が変化しています。 

一方で、食生活の乱れからくる生活習慣病等の病気や食材の安全に対する不安、栽培

や漁、輸送等に対する知識の欠如、地域の食文化が失われる等の「食」に関する様々な

問題が話題に上るようになりました。 

このような状況の中で、「食」に関心を持ち、食についての正しい知識を身につけ、自

分自身の健全な食生活について考えることがとても大切になります。私たちが生きてい

く糧となる「食」を見直し、健康ながはま 21 の中に長浜市の食育推進計画と位置づけ、

関係機関と食育の取組を進めてきました。 

しかし、適正体重を維持している人の割合、バランスのとれた食事を心がける人の割

合など改善が見られないものもあり、食をめぐる課題は依然として多い状況です。 

このような状況を踏まえ、子どもたちの体験を通じた食育や、地域の食文化の継承を

引き続き進めると共に、生活習慣病予防のための食育の推進など、私たちが取り組むべ

き方向性と目標、内容を定め、健全な食生活を送れるよう、この食育推進を食育基本法

に基づく長浜市の食育推進計画（第 3 次）として位置づけます。 

食育推進においては、家庭が重要な役割を果たすことを認識し、長浜で採れる食材や

調理法を大切にすること、関係機関の力を十分活かすこと、豊かな人間性を育むこと、

生涯にわたって学ぶことに重きを置くこととし、基本理念を次のように定めます。 

 

基本理念 

『生きる力を身につけ、 

豊かな人間性を育むために、食べるを学ぶ』 

～長浜の風土と結びついた食育をめざして～ 

１ 基本的な考え方 
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基本理念を実現するために、3 つの方針を定めました。 

 

子どもから大人までの食を通じた心身の健康(心と体の元気のもと)の増進 

食事は、生活の中で大きな楽しみであるとともに、健康長寿のために欠かせないもの

です。子どものころから健康的な食生活を送ることができるように食に関する正しい知

識を身につけ、実践できる人を増やし、適正体重の維持に努めます。 

 

食を通じた豊かな心の育成(「いただきます」を知る) 

食べ物を作り育てる経験や家庭や地域において心通わす

共 食
きょうしょく

1は、食に対する関心を高め、自然の恩恵や食卓にのぼるまでの営みに対する感

謝の気持ちを育み、食べ物を大切にする心を養う効果が期待されます。幼少年期から食

に関する様々な体験を通して、食べ物に感謝し大切にする人を増やします。また、ふる

さとの味は、皆が知っている地域で採れた食材や調理法によって生み出されるものです。

地域の風土が育んだ食材や調理法を学ぶこと、食べることを通してふるさと特有の「食」

を感じる人を増やして、食文化を伝えていきます。 

 

旬の食・環境にやさしい食を選ぶ力の育成 

健全な食生活の実践には、食材に関する知識が不可欠です。旬の食材を取り入れ、  

栄養価の高い食材を選ぶことや、地産地消を積極的に行うことにより地域の農業の活性

化の促進、安全な方法で栽培された地域の農産物について知ることで環境にやさしい食

生活ができる人を増やします。 

                                                   
1 一人で食べるのではなく、家族等と共に食事をすること。 

２ 施策の体系 
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基本理念        方針             具体的目標 

 

生 

き 

る 

力 

を 

身 

に 

つ 

け
、
豊 

か 

な 

人 

間 

性 

を 

育 

む 
た 

め 

に
、
食 

べ 

る 

を 

学 

ぶ 
 

 

① 子どもから大人まで

の食を通じた心身の

健康(心と体の元気の

もと)の増進 

(1)適正体重の維持 

(2)バランスの良い食事をとる 

(3)生活のリズムを整える 

②食を通じた豊かな心の

育成(「いただきます」を

知る) 

(2)コミュニケーションをとり

ながら、家族や友人との楽しい

食事をとる 

(1)食を通じて、生命の尊さを

知る 

(3)郷土食を作って、食べて、

伝える 

③旬の食・環境にやさし

い食を選ぶ力の育成 

(1)旬のものを知る 

(2) 地域の産物が食卓に出る

までの過程を知り、環境にやさ

しい食を選ぶ 
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栄養マップ調査、健ながアンケート、食べることに関するアンケート等から最近の状

況と課題を検討し、目標と対策の方向性及び評価指標を設定しました。(各調査結果は、

『「健康ながはま 21」に関するアンケート調査結果報告書』参照) 

 

子どもから大人までの食を通じた心身の健康(心と体の元気のもと)の増進 

食事は、生活の中で大きな楽しみであるとともに、健康的な食事の実践により病気を

予防することもできることから、健康長寿の基本となります。 

健ながアンケートによると、肥満者の状況は前回調査時と比べ横ばい状況で取組の継

続が必要です。また、やせている人は、13.1％（前回 8.9％）と男女ともにやせている

人が増加している状況です。自身の適正体重を知っているかの質問では、約 4 人に 1 人

（23.4％）の人が「知らない」と返答しており、自身の適正体重の把握と共に、なぜ適

正体重の維持が重要かの啓発も併せて必要です。 

また、平成 29 年の長浜市学校保健研究集によると小学 5 年生の肥満傾向児は男子で

8.6％、女子 6.8％という結果で県の平均より高い状況でした。また、痩身傾向児の状況

では、男子で 2.6％、女子 2.8％と県の平均よりは低い状況ですが、国の平均（男子 2.7％、

女子 2.4％）と比較すると女子がやや高い状況でした。日々の食生活が肥満とやせに影

響するため、バランスの良い食事を心がけることが大切です。 

塩分の摂りすぎは高血圧や胃がんの要因になると言われていますが、栄養マップ調査

（H27）によると長浜市における 1 日の食塩摂取量は、男性 10.33ｇ、女性 8.8ｇです。

前回の調査からは塩分摂取量が減少しましたが、日本人の食事摂取基準(2015 年版)に

よる食塩相当量の目標値(男性 8g、女性 7ｇ)を超えており、減塩への取組が必要です。 

 生活リズムは、ホルモン分泌や精神を整える働きがあり、心身の健康に大きく影響し

ます。朝食は生活リズムの起点の一つとなるため、生活リズムを整えるためにしっかり

朝食を食べることが大切です。 

３ 方針別の現状と目標、評価指標 及び対策 
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以上のことから、具体的目標を「適正体重の維持」、「バランスの良い食事をとる」、

「生活のリズムを整える」の 3 つとし、評価指標を「肥満の減少」、「やせの減少」、「バ

ランスの良い食事を心がけている人の増加」、「食塩摂取量の減少」、「朝食を欠食する人

の減少」とします。 

  

● 方針　子どもから大人までの食を通じた心身の健康(心と体の元気のもと)の増進

直近の状況

(出典) 個人で心がけること 行政や関係機関の取組

全体:13.1％

 男性: 8.1％

 女性:16.8％

(Ｈ30年度健ながアンケート)

小学5年生

 男子:2.6％<県3.6％＞

 女子:2.8％＜県3.6％＞

(長浜市学校保健研究集H29)

男性:44.5％

女性:59.6％

(Ｈ30年度健ながアンケート)

男性:10.33g<県10.7g>

女性:8.8g<県9.2g>

(H27栄養マップ調査)

やせの減少

・食事バランスガイドを理解して活用する

・動物性たんぱく質を積極的に摂るように

する

バランスの良い

食事をとる

バランスの良い食

事を心がけている

人の増加

男性50%以上

女性65%以上

・健康教室・講座に参加する

・食事バランスガイドを理解して参考にす

る

具体的目標 評価指標 目標値
対策

適正体重の維持

肥満の減少

全体:16.2％

 男性:21.6％

 女性:12.2％

(Ｈ30年度健ながアンケート)

小学5年生

 男子:8.6％<県5.6％>

 女子:6.8％<県4.5％>

(長浜市学校保健研究集H29)

適正体重を維

持している人

の増加

・食事バランスガイドを理解して活用する

・栄養成分表示を理解し、外食や食品を購

入するときに活用する

・野菜を意識して食べる

・健診受診で適正体重を知る

・特定保健指導/健康栄養相談の実施

・食事バランスガイドや低栄養予防の啓発

と普及

・健康推進員による事業での啓発

・高齢者に対して基本チェックリストで確

認、指導

・園児/小中学生に対してバランスの良い

食生活の指導と運動の推奨

・事業での食事バランスガイド活用法の普

及

・園児・児童へのバランスの良い食事の啓

発

食塩摂取量の減少
男性8ｇ以下

女性7ｇ以下

・調味料を計測して使用する

・減塩食品を利用する

・薄味でもおいしく食べられる工夫をする

・うまみ（だし）を活用する

・事業での減塩啓発

・特定保健指導/健康栄養相談の実施

・学校給食でだしを活用する

・だしの利用方法について園や学校で学ぶ

機会をつくる

・乳幼児健診での啓発

・朝食や生活リズムの大切さについて啓発

する

・小中学生に対し授業で啓発

・「早寝・早起き・朝ごはん」県民運動の

推奨

生活のリズムを

整える

朝食を欠食する人

の減少(食べな

い・時々食べな

い）

中学2年生

2.0％

（H30すこやか教育推進課調査）

3歳８ヵ月

0.1％

（H29 3.8健診）

減少傾向

・早寝早起きをする

・朝食を毎日とる
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食を通じて豊かな心の育成(「いただきます」を知る) 

健ながアンケートによると、食事を楽しく食べている人は 9 割となっており、小・中

学生で 8 割となっています。食事が老若男女共通の楽しみであり、顔を合わせるきっか

けとなっていることがわかりました。また、「食べること」に関するアンケートによると

小・中学生の約 1 割が食べ物を残すことを「もったいないと思っていない」状況である

ことがわかりました。 

食文化1や郷土食を伝承するためには、地域や家庭で食事を通し、顔を合わせてコミュ

ニケーションをとることが大事です。それにより人と人とのつながりを強くし、望まし

い人間関係を築くことができる人を育むことになると考えます。 

また、食文化や郷土食を知って食べ繋ぐことは、知恵の伝承の面からも重要であると

考えます。 

以上のことから、具体的目標を「食を通じて、生命の尊さを知る」「コミュニケーショ

ンをとりながら、家族や友人との楽しい食事をとる」、特に郷土食の知恵を受け継ぐため

に「郷土食を作って、食べて、伝える」とし、評価指標を「食べ物を残すことをもった

いないと思っている人の増加」「食事を楽しみと感じる人の増加」「長浜の郷土食を知っ

ている人の増加」とします。 

  

                                                   
1
 地域で採れたものをどのように食べ、保存するかという知恵やマナー、感謝の心など 
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● 方針　食を通じた豊かな心の育成（「いただきます」を知る）

直近の状況

(出典) 個人で心がけること 行政や関係機関の取組

小学5年生92.0％

中学2年生89.6％

(食べるに関するアンケート)

郷土食を作っ

て、食べて、伝

える

長浜の郷土食を

知っている人の増

加

【小学生】

えび豆63％

小鮎やいさざのあめ炊き56.1％

さばそうめん42.8％

【中学生】

えび豆50.4％

小鮎やいさざのあめ炊き46.6％

さばそうめん42.8％

(食べるに関するアンケート調査

H30)

【16歳以上】

えび豆69.7％

小鮎やいさざのあめ炊き68.4％

さばそうめん71.3％

(Ｈ30年度健ながアンケート)

小中学

生:50%以上

16歳以

上:80%以上

・地場さん物を提供する直売所を利用する

・郷土料理に親しむ

・豊かな食材、食文化を子どもたちに伝え

ていく

・健康推進員による事業での啓発

・園や学校給食に郷土料理を提供する

・郷土料理の普及

・家族や友人との食事を通じたコミュニ

ケーションの重要性の啓発

・地域の人々が食を通じた交流ができる場

を増やす

・食事について望ましい習慣を学ぶ機会を

提供する

・給食や授業を通じて楽しく食事をとるこ

とを伝える

具体的目標 評価指標 目標値
対策

食を通じて、生

命の尊さを知る

食べ物を残すこと

をもったいないと

思っている人の増

加

小･中学生

100%

・家族で食事マナーを伝える

・食にかかわる人への感謝の心を育む

・農業を体験する

・食ベ残しを減らす

・農業/収穫体験の機会をつくり、感謝の

気持ちを育む取り組みを行う

・給食時に食前食後のあいさつをする

・園や学校で栽培や収穫の体験をする

食育に関心がある人(関心がある・

どちらかといえば関心がある）

62.8％

(Ｈ30年度健ながアンケート)

70％以上

コミュニケー

ションをとりな

がら、家族や友

人との楽しい食

事をとる

食事を楽しみと感

じる人の増加

食事を楽しみと感じる

全体：89.0％

(Ｈ30年度健ながアンケート)

小学5年生：89.0％

中学2年生：83.2％

(食べるに関するアンケート)

95％以上

・家族で食事をとる時間をふやす

・地域の人々とコミュニケーションを図

り、楽しい食事の機会を増やす
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旬の食・環境にやさしい食を選ぶ力の育成 

食卓と生産の場が離れてしまった今、食べ物が食卓にのぼるまでの営みや、その営み

に携わる人の思いに触れることができなくなりました。このような中で、食べ物を作り

育てる経験は、「いのち」をいただくという自然の恩恵に対する感謝の気持ちを育み、食

べ物を大切にする心を養う効果が期待されます。しかしながら、食べることに関するア

ンケートによると、日頃から米や野菜の収穫体験をしている子どもは 53％と約半数で

した。 

地域の農産物は、その土地の環境に合ったものが栽培され、旬のものは、栄養価が高

いだけでなく、たくさん採れることから安価で購入できます。それらを食することは、

経済的・栄養的に良い食生活につながります。家庭で旬の食材を取り入れている人は

86.2%、地元の農産物を優先的に購入している人は 56.3%でした。 

また、農産物に関する情報があふれ、栽培時に使用される農薬等の化学薬品に対する

不安が高くなっています。県が認証する「環境こだわり農産物1」は、安心して買える農

産物のしるしと言えますが、認証マークを知っている人は 19.4%でした。 

これらのことから具体的目標は、地域で採れたものを食べる知恵を受け継ぐために

「地域の産物が食卓に出るまでの過程を知り、環境にやさしい食を選ぶ」、栄養価が高く

旬のものを食べることを勧めるために「旬のものを知る」、地域の安全な農産物を優先的

に購入することを勧めるために「環境にやさしい食を学ぶ」とします。評価指標は、「旬

の食材を取り入れている人の増加」、「『環境こだわり農産物』の認証マークを知っている

人の増加」、「地域の農産物を優先的に購入する人の増加」、地域において食に関する体験

の場を作り食に対する関心を深めるため「生産者と消費者の交流の機会の増加」としま

す。 

 

  

                                                   
1 農薬や化学肥料の使用量を通常の半分以下に減らして栽培し、琵琶湖や周辺の環境にやさしい技術を

実践し、生産工程履歴を記録する。以上 3 つの約束事を守って作られた農産物を滋賀県が認定したも

の。 
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↑「環境こだわり農産物」の認証マーク 

● 方針　旬の食・環境にやさしい食を選ぶ力の育成

直近の状況

(出典) 個人で心がけること 行政や関係機関の取組

地域の農産物を優

先的に購入する人

の増加

56.3％

(Ｈ30年度健ながアンケート)
65%以上

旬のものを知る
旬の食材を取り入

れている人の増加

86.2％

(Ｈ30年度健ながアンケート)
90%以上

・季節のものを食べる

・新鮮な地元の食材を取り入れる

・食べ物を作り育てる農業体験にできるだ

け参加する

・地域でとれた食材や旬の野菜の利用の推

進

・地域でとれた食材や旬の食材を使った学

校給食を提供する

・園や学校で栽培や収穫の体験をする

具体的目標 評価指標 目標値
対策

地域の産物が食

卓に出るまでの

過程を知り、環

境にやさしい食

を選ぶ

生産者との消費者

交流の機会の増加

市内直売所とJAのイベント等の実施

回数32回

（H29年度農政課）

40回以上 ・農業体験、収穫体験を積極的に行う

・料理講習等で地元産の食材を優先して使

用する

・地域でとれた食材を使った給食を提供す

る

・地場産農水産物のイベントの推進を図る

｢環境こだわり農

産物｣の認証マー

クを知っている人

の増加(見たこと

があり、意味も

知っている)

19.4％<県47.1％>

(Ｈ30年度健ながアンケート)

(Ｈ28年度県数値：県政世論調査）

30%以上

・食品を購入するときは、地元の農産物

や、「環境こだわり農産物」認証マークの

農産物を購入する

・地場さん農産物を提供する直売所を利用

する

・「環境こだわり農産物」認証マークの推

進、普及を図る

・「環境こだわり農産物」認証マークや地

域の食品について学習する機会をつくる
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食育の取組は、ライフステージに応じて異なる部分があります。基本方針ごとに、乳

幼児期、学童期、思春期、青年期、壮年期、中年期、高齢期といった年代別の取組をま

とめました。 

下記表中の色の濃い部分は重点的に取り組む時期、薄い部分は能力やその状況に応じ

て取り組む時期としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●方針 子どもから大人までの食を通じた心身の健康(心と体の元気のもと)の増進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 年代別に応じた食育への取組 

■規則正しい食習慣を身につけましょう

■よく噛んで、味わって食べましょう

■「早寝、早起き、朝ごはん運動」を実践しましょう

■バランスのとれた食事を作り食べましょう

高

齢

期

内容

■自分の適性体重を知り、食事と運動を合せて肥満ややせを予

防・解消しましょう

乳

幼

児

期

学

童

期

思

春

期

青

年

期

壮

年

期

中

年

期

■ライフステージの考え方

ライフステージ 対象年齢 目標

乳幼児期 0～5歳ごろ
家庭や園などで、身近な人が「こころ」と「からだ」の健康につな

がる望ましい食習慣や食への関心を高めるよう働きかけましょう。

学童期 6～12歳ごろ
家庭や学校、地域との連携により、「こころ」と「からだ」の健康

につながる食について学びましょう。

思春期 13～15歳ごろ
家庭や学校、地域との連携により、大人への体をつくるために必要

な食について学びましょう。

青年期 16～24歳ごろ
食への知識や経験を深め、自分で自分の食や健康を管理できるよう

になりましょう。

壮年期 25～44歳ごろ
食への知識や経験を深め、自分や家族も含めた食や健康の管理に取

り組みましょう。

中年期 45～64歳ごろ 食への知識や経験を深め、食を楽しみましょう。

高齢期 65歳以上 食を楽しみながら、食文化の継承に努めましょう。
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●方針 食を通じて豊かな心の育成（「いただきます」を知る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●方針 旬の食・環境にやさしい食を選ぶ力の育成 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■「いただきます」「ごちそうさま」を言いましょう

■食への感謝の心を育みましょう

■家族や友人と会話を楽しみながら食事をしましょう

■食に関する興味や関心を持ちましょう

■食べ残しを減らしましょう

■食事のマナーを身につけましょう

■食文化、郷土食を伝承しましょう

■食育についての理解を深めましょう

乳

幼

児

期

学

童

期

思

春

期

青

年

期

壮

年

期

中

年

期

高

齢

期

内容

■地域の産物を積極的に利用しましょう

■地域でとれる食の食材を活用して、季節感を楽しみましょう

■栽培や収穫の体験をしましょう

乳

幼

児

期

学

童

期

思

春

期

青

年

期

壮

年

期

高

齢

期

内容

中

年

期
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長浜市の食育を効果的に広く推進するために、それぞれが役割分担し、連携しながら

積極的に取り組みます。 

 

家庭の役割 

家庭は食生活の基礎を築く重要な場です。特に子どもを育てている家庭やそれを取り

巻く大人は、食生活が子どもの将来に大きな影響を与えることを認識して、食事内容や

食習慣をより良いものにする重要な役割を担っています。 

 

幼稚園、保育所、認定こども園、小・中学校、義務教育学校の役割 

 食育において、幼稚園、保育所、認定こども園、小・中学校、義務教育学校での食に

関する様々な体験は、この時期が子どもの発育・発達の重要な時期にあることを踏まえ、

食に関する指導の充実に努めます。また、給食が生きた教材となるように地場産物や旬

の食材を活用し、家庭や地域と連携しながら食に関する指導を行うことで、学校等にお

ける食育を推進します。 

このように校園は、関係機関と連携し、子どもたちが健全な食生活を実践できる力を

育てる役割を担っています。 

 

生産者の役割 

 生産者は、安心・安全な食品の提供と食材の様々な情報提供のために、「環境こだわり

農産物」の認証マークの取得や栽培・収穫の情報を提供し、それらが消費者に理解して

もらえるような交流活動を実施する役割を担っています。 

 

地域の役割 

 自治会や健康推進員協議会をはじめとする様々な地域グループによって、地域で採れ

5  関係機関の役割 
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た食材を利用した郷土料理の教室、食体験を通じて栄養・食生活に関する情報提供やコ

ミュニケーションの促進を図る役割を担っています。 

 

行政の役割 

 健康ながはま 21 の進行管理を行うとともに、県や食育に関係する機関・団体・協議

会と連携して、長浜の地域特性を生かした施策を展開する役割を担っています。 
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第 Ⅳ 章 

自殺対策 

（長浜市自殺対策計画) 
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平成18年10月に自殺対策基本法が施行されて以降、それまで「個人の問題」と認識

されがちであった自殺が、広く「社会の問題」と認識されるようになりました。そし

て、国を挙げて自殺対策が総合的に推進されてきた結果、自殺者数は徐々に減少して

います。 

本市においても、自殺者数は減少傾向にあるものの、今なお毎年多くの方が自殺に

より亡くなっています。 

自殺は、その背景に様々な要因が複雑に関係しており、心理的に追い込まれた末の

死といえます。私たちは、地域社会全体で自殺対策に取り組む必要があります。 

平成28年４月の自殺対策基本法の改正を機に、本市においても総合的な対策を推進

するため「長浜市自殺対策計画」を策定することとしました。 

こころの健康はいきいきと自分らしく生きるために大変重要なことであり、自殺対

策の本質は「生きることの支援」にあります。市民一人一人が互いに支え合い、誰も

が生きがいを持って自分らしく生きることができる社会を目指すため、本計画を長浜

市の自殺防止対策の指針とします。 

 

 

 

 

 

本市における自殺者数は年間 25 人前後で推移し、平成 28 年度は 21 人、平成 29 年

度は 12 人と減少傾向にあります。自殺死亡率（人口 10 万対）においては平成 29 年度

では国 16.5、県 14.9、市 10.0 と、国、県と比べ低いものの、依然として尊い命が自殺

によって奪われている現状にあります。 

自殺者の年齢構成をみると男性の 60 歳代の死亡が最も多く、次いで、80 歳以上と 30

１ 計画策定の趣旨 

 

２ 長浜市の自殺の現状・課題 



70 

 

歳代の働き盛りの死亡が多くなっています。また、10 歳～20 歳代の若年層の自殺者も

全国水準並みになっています。性別は、国、県の傾向と同様に男性の割合が約 7 割を占

めます。 

“健ながアンケート”によると、悩みを聞いてくれる相手は同居の親族（家族）が 73.5%、

友人や同僚 56.7％と多い状況です。自殺は、健康問題や経済・生活問題、家庭問題、勤

務問題など様々な要因のほか、その人の性格傾向、死生観などが複雑に関係しています。 

身近な家族や友人がサインに気づき、適切な相談機関につなぎ、見守る等の支援を

行えるよう、地域において支援のネットワークを強化し、人材を育成することが重要

です。 

また、うつ病などの精神疾患の正しい知識の普及や相談窓口の周知、子どものころ

からの命の大切さや生きる力を養う教育など、多方面からの支援体制の充実を図るこ

とも必要です。 

こころの健康や自殺の問題について「我がごと」として考え行動できる地域づくり

の醸成や、更なる関係機関の連携強化が課題といえます。 

 

◆ 自殺死亡率（市、国、県との比較）         ◆自殺者の男女割合 

 

 

 

 

 

 

   ※厚生労働省：地域における自殺の基礎資料より 

（人口 10 万対） 

 

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

長浜市 14.8 23.7 19.7 16.5 20.3 24.4 13.1 17.4 10.0

全国 24.4 23.4 22.9 21.0 20.7 19.5 18.5 16.8 16.5

滋賀県 20.2 22.2 22.2 20.0 21.0 18.2 17.4 16.1 14.9

0.0

10.0

20.0

30.0

自殺死亡率

 

男
69%

女

31%

自殺者の男女割合（H21～H29)

（人口 10 万対） 
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平成18年10月自殺対策基本法（以下「基本法」という。）が施行されて以降、国を

挙げて自殺対策が総合的に推進されてきました。その結果、自殺者数の年次推移は減

少傾向にあるなど着実に成果を上げてきました。しかし、未だ、毎年2万人もの尊い命

が自殺により失われており、決して楽観できる状況にはありません。 

このような状況を受け、平成28年の自殺対策基本法改正の趣旨や我が国の自殺実態

を踏まえ、平成29年7月、閣議決定された自殺総合対策大綱に新たな基本認識が明らか

にされています。 

そのため、本市においても大綱にならい、以下の基本理念・基本認識を本計画の根

幹とします。計画の期間は健康ながはま21と合わせ平成31年度から平成35年（2023

年度）までとし、平成35年度（2023年度）に評価を行い、この後の計画に反映させま

す。 

 

  

自殺総合対策大綱における基本理念 

誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指す 

自殺は、その多くが追い込まれた末の死です。自殺の背景には、精神保健上の問題

だけでなく、過労、生活困窮(こんきゅう)、育児や介護疲れ、いじめや孤立などの様々

な社会的要因があることが知られています。このため、自殺対策は社会における「生

きることの阻害要因1（自殺のリスク要因）」を減らし、「生きることの促進要因2（自

殺に対する保護要因）」を増やすことを通じて、社会全体の自殺リスクを低下させる

方向で、「対人支援のレベル」、「地域連携のレベル」、「社会制度のレベル」、そ

                                                   
1 孤立、失業、多重債務、いじめ、虐待など。 

2 将来への夢や希望、良き人間関係、社会や地域への信頼感など。 

３  計画の基本的な考え方と方針 
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れぞれにおいて、強力かつ総合的に推進するものとします。自殺対策の本質が「生き

ることの支援にあること」を改めて確認するとともに、「いのち支える自殺対策」と

いう理念を前面に打ち出して、「誰もが自殺に追い込まれることのない社会の実現」

を目指します。 

 

自殺総合対策大綱における基本認識 

 

（１）自殺は、その多くが追い込まれた末の死である 

自殺は、人が自ら命を絶つ瞬間的な行為としてだけでなく、人が命を絶たざるを得

ない状況に追い込まれるプロセスとして捉える必要があります。自殺は、健康問題や

経済・生活問題、家庭問題、勤務問題など様々な要因のほか、その人の性格傾向、死

生観などが複雑に関係しています。 

自殺に至る心理としては、このような様々な悩みが原因で心理的に追い詰められ、

自殺以外の選択肢が考えられない状態に陥ります。また、社会とのつながりの減少や

生きていても役に立たないという役割喪失感から、あるいは、与えられた役割の大き

さに対する過度な負担感から、危機的な状態にまで追い込まれてしまうという過程と

みることができます。 

また、自殺を図った人の直前のこころの健康状態をみると、多くは様々な悩みによ

り心理的に追い詰められた結果、うつ病やアルコール依存症等の精神疾患を発症して

おり、これらの精神疾患の影響により正常な判断を行うことができない状態になって

いることが明らかになってきました。 

このように自殺は個人の自由な意思や選択の結果ではなく、その多くが追い込まれ

た末の死ということができます。 
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（２）年間自殺者数は減少傾向にあるが、非常事態はいまだ続いている 

年間３万人超と高止まりしていた年間自殺者数は平成22年以降７年連続して減少

し、平成27年には平成10年の急増前と同様の水準となりました。自殺者数の内訳をみ

ると、この間、男性、特に中高年男性が大きな割合を占める状況は変わっていません

が、自殺死亡率は着実に低下してきており、また、高齢者の自殺死亡率の低下も顕著

です。 

しかし、若い世代では、20歳未満は自殺死亡率が平成10年以降おおむね横ばいであ

ることに加えて、20歳代や30歳代における死因の第一位が自殺であり、自殺死亡率も

他の年代に比べてピーク時からの減少率が低くなっています。さらに、我が国の自殺

死亡率は主要先進７か国の中で最も高く、年間自殺者数も依然として２万人を超えて

います。かけがえのない多くの命が日々、自殺に追い込まれており、非常事態はいま

だ続いていると言わざるをえません。 

図１：自殺の危機要因イメージ図（厚生労働省資料） 
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（３）地域レベルの実践的なとりくみをPDCA サイクルを通じて推進する 

我が国の自殺対策が目指すのは「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」

であり、基本法にも、その目的は「国民が健康で生きがいを持って暮らすことのでき

る社会の実現に寄与すること」とうたわれ、自殺対策を社会づくり、地域づくりとし

て推進することとされています。 

また、施行から10年の節目に当たる平成28年に基本法が改正され、都道府県・市町

村は、大綱や地域の実情等を勘案して、地域自殺対策計画を策定するものとされまし

た。併せて、国は、地方公共団体による地域自殺対策計画の策定を支援するため、自

殺総合対策推進センターにおいて、都道府県・市町村を自殺の地域特性ごとに類型化

し、それぞれの類型において実施すべき自殺対策事業をまとめた政策パッケージを提

供しました。そして、都道府県・市町村が実施した各自殺対策事業の成果等を分析

し、分析結果を踏まえてそれぞれの政策パッケージの改善を図ることで、より精度の

高い政策パッケージを地方公共団体に還元することとなりました。 

自殺総合対策は、このようにして国と地方公共団体等が協力しながら、全国的な

PDCA サイクル1を通じて、自殺対策を常に進化させながら推進していきます。 

  

                                                   
1 PDCAサイクル：①業務の計画（plan）を立て、②計画に基づいて業務を実行（do）し、③実行した

業務を評価（check）し、④改善（act）が必要な部分はないか検討し、次の計画策定に役立てること。 
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地域自殺実態プロファイルの分析に基づく地域特性の把握と課題の整理 

地域自殺対策政策パッケージを活用した計画策定の方向性の確認 

基本パッケージ 重点パッケージ 

 ①地域におけるネットワークの強化 

 ②自殺対策を支える人材の育成 

 ③住民への啓発と周知 

 ④生きることの促進要因への支援 

 ⑤児童生徒の SOS の出し方に関する教育 

①子ども・若者  ②勤務・経営 

③生活困窮者    ④無職者・失業者 

⑤高齢者     ⑥ハイリスク者 

⑦震災等被災地  ⑧自殺手段 

基本パッケージに加えて地域の特性に対応する重点パッケージを選択して計画を立案する 

地域特性に最適化された効果的な地域自殺対策計画を策定する 

人口規模を考慮した施策の検討 重点パッケージの中から最適の施策群を選択 

H29.12 自殺総合対策推進センター 

地域自殺対策政策パッケージより抜粋 

図２：基本パッケージと重点パッケージを組み合わせて効果的な地域自殺対策計画を策定するプロセス 
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本市の自殺対策が目指すものは、「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実

現」です。誰一人の命も自殺で失うことないよう、そのため、本市では、最終的な目

標として「自殺者ゼロ」を目指します。 

社会情勢や様々な取組の結果、本市における自殺死亡率1は1年ごとの増減はありま

すが、減少傾向にあります。（平成26年24.4、平成27年13.1、平成28年17.4、平成

29年10.0）平成29年はこれまでで最も少なく、国や県の値を大きく下回る結果となり

ました。そこで、本計画期間における当面の目標を、平成29年をさらに下回る9.9以下

を目指すこととし、対策を強化し推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

  

                                                   
1 自殺死亡率：その年の人口 10 万人あたりの自殺者数。厚生労働省の人口動態統計による。 

４ 数値目標 

長浜市は、自殺者ゼロを目指します。 

【計画期間における数値目標】 

平成 35 年までに 自殺死亡率 9.9 以下を目指します。 
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『市民一人一人がかけがえのない命を大切にし、 

               共に支え合う長浜』 

～誰もがいきいきと暮らせる地域を目指して～ 

 

 

 

 

 

 

長浜市の自殺対策の方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市では、自殺対策の方針を「基本的な方針」と「重点的な方針」に定め、更なる取

組の推進を行います。 

基本的な方針では、国が示す政策パッケージに基づき、すべての自治体において取り

組むことが望ましいとされているものです。 

重点的な方針では、本市の現状や自殺に至る背景や要因の多様性から、特に重点的な

取組が必要と考えられる「あらゆる世代における支援の推進」を示すものです。 

５ 基本理念 

６ 施策の体系 

①地域におけるネットワークの強化 

②生きることの促進要因への支援 

 （リスクの高い人への支援の強化） 

③市民への啓発と周知 

④自殺対策を支える人材の育成 

 

①子ども・若者への教育の推進 

②妊産婦への支援の推進 

③勤務・経営分野への啓発の推進 

④高齢者への支援の推進 

基本的な方針 重点的な方針 
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②生きることの促

進要因への支援 

(リスクが高い人への 

支援の強化) 
（３）自殺未遂者、自殺者の遺族等へ

の支援を行う 

基本理念       方針              具体的施策 

（２）支援につながっていない人へ

の相談体制を強化する。 

（７）妊娠期からの相談体制を整備す

る。 

 

市
民
一
人
一
人
が
か
け
が
え
の
な
い
命
を
大
切
に
し
、
共
に
支
え
合
う
長
浜 

～
誰
も
が
い
き
い
き
と
暮
ら
せ
る
地
域
を
目
指
し
て
～ 

④自殺対策を支える

人材の育成 

 

（８）子どもや若者の健やかな心を

育む教育の充実を図る 

（６）地域・学校・行政・関係機関を

対象にゲートキーパーを養成する。 

①地域における 

ネットワークの強化 

（１０）高齢者が孤立せず、生きが 

いを持って生活できるよう啓発 

する。 

⑤あらゆる世代にお

ける支援の推進 

（９）就労者が職場でメンタルヘル

ス研修や心の相談が受けられるよう

推進する。 

 

（１）地域・市内の医療機関・学校・

職域・関係機関・行政が必要な情報を

共有し、自殺対策を推進する。 

③市民への啓発と 

周知 

（５）心の健康づくりやうつ病、自殺

予防について正しい知識を普及する 

（４）各種相談窓口をわかりやすく

周知する。 

②生きることの促進

要因への支援 

（リスクが高い人への支

援の強化） 

（３）自殺未遂者、自殺者の遺族等へ

の支援を行う。 
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基本理念を実現するために 5 つの方針を定め、「市民一人ひとりが命を大切にし、い

きいきと生活することができる」を目標に具体的な取組を進めます。 

地域におけるネットワークの強化 

誰も自殺に追い込まれることのない地域社会を実現していくためには、行政、関係

団体、事業所、市民等が連携・協力し、総合的に自殺対策を推進していくことが必要

です。このため、それぞれの役割を明確化した上で、相互の連携・協働の仕組みを構

築し、地域におけるネットワークを強化し、様々な領域で積極的に自殺対策に取り組

むことができる環境を整備します。 

 

（１）地域・市内の医療機関・学校・職域・関係機関・行政が必要な情報を共有し、自殺対策を推進する。 
行政をはじめ、地域、関係機関や医療機関等が必要な情報を共有し、総合的な自

殺対策を進めるための相談体制の整備を行い、地域のネットワークの強化を図りま

す。 

市役所内においては生活困窮者や無職者、しょうがいや介護等様々な悩みを抱え

る人が相談に来られるため、関係各課の更なる連携を図ると共に、部局横断で行う

包括的な相談体制の構築を進めます。 

  

 

生きることの促進要因への支援（リスクが高い人への支援の強化） 

自殺対策は、自殺につながる要因を減らす取組だけではなく、生きることの促進要

因を増やす取組も合わせて実施していくことが必要です。 

自殺リスクの高い自殺未遂者や自殺者の遺族への支援は自殺者を減少させるため重

要な対策です。また、精神科受診や相談支援につながることで、自殺に対するリスク

を軽減することができると考えられるため、支援につながっていない人への相談体制

を強化します。 

７ 具体的な取組 



80 

 

（２）支援につながっていない人への相談体制を強化する。 

  精神科受診や相談機関への支援につながることで自殺へのリスクを軽減することが

できると考えられます。特に精神科や心療内科以外の診療科において身体疾患等で通

院している人で精神的なフォローが必要な場合においては、医療機関の連携を強化し

ます。また、様々な悩みを抱えている人やその人を支える家族等が必要な相談支援を

受けられるよう、相談窓口の周知や支援につなげられる人を地域に増やすことができ

るよう、人材の育成を行います。 

 

（３）自殺未遂者、自殺者の遺族等への支援を行う。 

  自殺を図った人は自殺に至るまでに様々な問題を抱え、自殺を図る直前にうつ病等

の精神疾患を発症している人も少なくありません。このような状況は命が助かった後

も継続していると考えられ、健康で安定した生活を取り戻すまで、個々の事情に配慮

した適切な支援を行うことが必要です。 

平成 29 年度から開始された「湖北いのちのサポート事業」1において自殺未遂者の

再企図防止のための支援を行います。救急告示病院2と行政だけではなく警察や消防、

地域のかかりつけ医等と連携した包括的な支援を行います。また、支援する関係者の

研修会等を通し「湖北いのちのサポート事業」において自殺未遂者のケース支援を広

い視点で行います。 

自殺によって遺された人の苦痛を少しでもやわらげ、新たな自殺をくい止めるた

め、遺された人には、個別支援の実施や自死遺族会の情報提供などを行うとともに、

より一層相談支援の充実を図るため、県、関係団体等との連携の推進を図ります。  

  

                                                   
1
 湖北いのちのサポート事業：自殺未遂者が救急告示病院を受診した際、本人や家族の同意を得て市へ連

絡を行い、再企図防止のため、連携しながら必要な支援を行う。 

2
 救急告示病院：消防法により定められた救急隊によって搬送される傷病者に、緊急な医療活動を行え

る態勢をもつ病院。都道府県知事により告示される。 
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市民への啓発と周知 

 国の大綱では自殺は「誰にでも起こり得る危機」と言われています。自殺に至る要因

は複合的で決して単純ではありません。自殺につながるようなサインや背景が理解され

にくいという現実があるため、そのような心情や背景の理解を深めることが重要です。

悩みを抱えた時、誰かに助けを求めることが適当であること、また周りに悩みを抱えて

いる人がいるかもしれないということ等、自殺に対する正しい認識の普及に努めます。 

 

（４）各種相談窓口をわかりやすく周知する。 

  心に悩みや不安ができた時、市民が気軽に相談できるよう、各種相談窓口のリーフ

レット等を作成するなどし、わかりやすく周知することで相談しやすい環境を整えま

す。また、一旦相談を受けた機関が、個人の抱える問題によって他機関に相談し、連

携して対応ができるよう、関係機関同士の窓口を明確にします。 

 

 

（５）心の健康づくりやうつ病、自殺予防について正しい知識を普及する。 

今回の健康ながはま 21 アンケートでは、前回と比較すると、うつのサインを知っ

ている人は 2.3％上昇し、自分自身のうつ病のサインに気づいたとき適切な行動をと

る人は 3.4％上昇し、うつ病への理解が浸透してきたことが推測できます。今後も、

市民一人一人が「うつ病について理解し、早期に対応できる」ことを目標に、各種イ

ベントや出前講座の機会を利用して、うつ病等の精神疾患、自殺予防についての正し

い知識の普及を行います。また、“躁(そう)”と“うつ”を繰り返す双極性障害（躁うつ病）

は精神疾患の中でも自殺率が高いと言われており、知識の普及に努めます。さらに、

自殺予防週間や自殺対策強化月間には、市の広報やホームページに記事を掲載し、普

及啓発を強化します。 
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自殺対策を支える人材の育成 

自殺の背景には様々な悩みや生活上の困難な状況があり、そのような問題に対して早

期の「気づき」が重要となります。行政機関だけではなく、関係機関、事業所、地域住

民等に対し、研修会等を通じた人材育成を図ります。また、自殺対策に関する様々な専

門的知識を持つ関係者の資質を向上させることで地域の支援体制を整え、多層的に支援

を行えるよう知識の普及を行います。 

 

（５）心の健康づくりやうつ病、自殺予防について正しい知識を普及する。 

（関係者の資質の向上） 

早期に悩んでいる人に気づき対応するためには、関係者が、うつ病や双極性障害（躁

うつ病）、アルコール依存症を含む精神疾患や自殺予防について、正しく理解する必要

があります。あらゆる場面で市民の方々と出会うため、早く気づき適切に対応をする

必要があり、専門職を含む関係者に向けて、研修会を通じた人材育成を図ります。 

 

（６）地域・学校・行政・関係機関を対象にゲートキーパー1を養成する。 

様々な要因が複雑に関係し、追い込まれた末の死としての自殺を防ぐためには、早

い段階で悩んでいる人に気づき、対応することが大切です。 

家族や地域、職場や学校等において本人を取り巻く周囲の人や、民生委員児童委員・

健康推進員・ケアマネジヤー等の身近な相談者、また各種相談機関の職員が、自殺を

考えている人のサインに気づき、声掛けや見守りを行い、適切な相談場所へと繋ぐこ

とができるようになる必要があります。しかし、人によって学習経験や理解度は様々

です。本市では、どんな方でもゲートキーパーとなっていただけるよう、「家庭・地域・

職場で悩んでいる人に気づき、声をかけることができる」ことを目標に、学習経験や

理解度に合わせ、基礎編や応用編といった形で「ゲートキーパー養成講座」を実施し、

ゲートキーパーを地域に増やします。 

また、行政相談担当者は、自殺予防の視点を持って相談対応に努めるなど、スキル

                                                   
1 ゲートキーパー：悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る人の

こと。話を聴き、一緒に考えてくれる人がいることは、悩んでいる人の孤立を防ぎ、安心を与えます。 
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アップを図ります。 

  今回の健康ながはま 21 アンケートでは「ゲートキーパー」という言葉を知ってい

る人は 21.2％でした。ゲートキーパー養成講座をあらゆる機会に実施するとととも

に、ゲートキーパーについて、広報やホームページに掲載し、広く市民に周知してい

きます。 

 

あらゆる世代における支援の推進 

本市の自殺の現状や課題、国が示す自殺実態プロファイルにおいて、重点的に取り

組む対象を次のように定め、取組を推進します。 

 

（７）妊娠期からの相談体制を整備する。 

近年、核家族化や地域のつながりの希薄化等により、地域において妊産婦やその

家族を支える力が弱くなっており、妊娠、出産及び子育てに係る妊産婦等の不安や

負担が増えていると考えられます。このため、地域レベルで結婚から妊娠・出産を

経て子育て期に至るまでの切れ目のない支援の強化を図っていくことが重要です。

本市においては「安心して子育てができるよう、妊娠中から相談することができ

る」を目標に、子育て世代包括支援センターを配置し、保健師（子育てコンシェル

ジュ）が母子手帳発行時の妊娠中から子育て期において、切れ目のない支援に取り

組みます。 

また、産後の女性は体力の回復も不安定なまま子育てに追われます。市が新生児

訪問において実施しているEPDS1では、約１割の産婦にうつ状態が見られ、不安を

抱えながらの育児を行っていることがうかがえます。医療機関との連携により、早

期に介入し、子育て中の母親が孤立感を深め、産後うつ病に陥ることがないよう、

地区担当保健師が継続的な支援を行います。 

さらに、出産は子どもが生まれた喜びが大きく、家族をはじめ周囲の人たちはこ

うした母親の状態に気付かないことも多いため、産後うつ病予防についての周知も

行います。 

                                                   
1  EPDS:質問形式で今のうつ状態を判断するチェックテスト。合計９点以上でうつ状態のシグナルが

出ていると考えられる。 
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（８）子どもや若者の健やかな心を育む教育の充実を図る。 

平成29年にまとめられた「学校保健研究収録」では、小学校低学年で9時間以上の

睡眠がとれていると答えた児童は85％、小学校高学年で８時間以上の睡眠がとれて

いると答えた児童は75％、中学生で７時間以上の睡眠がとれていると答えた生徒は

78％でした。規則正しい生活と十分な睡眠は、心身の健康を保つために重要です。

また、若年層への自殺対策においては、予防に向けた教育を適切に行い、すべての

子どもが生きるために必要な力をつけ、前向きに楽しい人生を送れるよう支援する

ことが大切です。 

本市では「子どもや若者が自殺に傾くことなく、いきいきと生活できる」ことを

目標に取組を推進します。 

乳幼児期には、家庭の中で、子どもの心身の健全な発達、それに合わせた関わりの

方法、生活リズムを整えることについての知識啓発や子育て支援を行います。 

学齢期では、学校等において、いのちや人権を大切にするための道徳教育、人権教

育を実施します。児童会、生徒会活動において、互いに支え合える仲間づくりや、問

題を自ら解決する力の育成、問題解決のために他者に働きかける力の育成の推進を図

ります。 

また、社会において様々な困難や、ストレスに直面したとき、誰にどのように助け

を求めればよいか等、具体的で実践的な方法を学ぶとともに、つらいときや苦しいと

きには助けを求めてもよいことを学ぶ教育（ＳＯＳの出し方に関する教育）を推進し

ます。併せて児童生徒等が出したＳＯＳを受け止める取組も実施し、学校や、その後

の社会人として直面する問題にも対処する力を身につけることにつなげていきます。 

義務教育後の子どもの支援についても、関係機関の連携をさらに強化していきます。 

 

（９）就労者が職場でメンタルヘルス研修やこころの相談が受けられるよう推進する。 

本市の自殺者の年齢構成をみると男性の60歳代の死亡が最も多く、次いで80歳以

上と30歳代の働き盛りの死亡が多くなっており、就労者への支援が求められていま

す。安心して働ける職場を得ることは、家庭や社会で役割や居場所を得ることにつ

ながり、やりがいや達成感などが生きることの促進要因となると考えられます。 

本市では「就労者が健康で働き続けることができる」を目標に取組を推進しま
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す。平成27年12月から義務化されたストレスチェックについては、当面の間は従業

員50人以上の事業所とされています。50人未満の事業所においてもメンタルヘルス

の研修を受ける機会が得られるよう、平成27年度から企業に講師を派遣し、「職場

でメンタルヘルス研修」の実施をしています。今後も引き続き、企業においても、

うつ病等の自殺につながる精神疾患の正しい知識の普及が図られ、メンタルヘルス

の相談が受けられ、職場環境の改善につながるよう「職場でメンタルヘルス研修」

を周知し、より多くの企業で受講できるよう推進します。 

 

（１０）高齢者が孤立せず生きがいを持って生活できるよう啓発する。 

住み慣れた地域で安心して暮らし、生きがいのあるいきいきとした生活を送るこ

とは誰もが望むことです。高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らしていくために

は、高齢者一人ひとりが自分のもっている力を生かしながら、地域とのつながりを

持ち続け、お互いに助け合うことができる地域づくりが重要です。そこで本市は

「高齢者が住み慣れた地域でいきいきと暮らすことができる」ことを目標に、健康

な時期から地域のあらゆる人が関わりをもち、お互いの心配事や悩みに気付き、地

域の人や民生委員などが地域包括支援センターに相談につなげられるよう、地域に

おけるネットワークの推進を進めます。また、要介護状態となっても、地域とのつ

ながりを持ちながら生きがいを持った生活を送れるように地域の人や介護関係者が

支援を行います。さらに、生きがいを持って生活している高齢者が増加するよう、

生きがいを持つことの大切さについて啓発を行い、サロン等の居場所づくりを支援

します。 

  また、高齢者は健康問題や家族問題、社会的役割の喪失など自殺につながる多く

の問題を抱えやすいことから、不安を抱えた高齢者が地域で相談につながるよう、

地域包括支援センターの役割の周知や啓発を行います。また、介護を受ける高齢者

だけでなく、支えている介護者の支援についても介護者のつどい等の情報提供や相

談支援を行います。 
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直近の状況

H30健ながアンケート

(出典)
個人で心がけること 行政や関係機関の取組

自殺者の減少

H26 24.4

H27 13.1

H28 17.4

H29 10.0

H35までに自

殺死亡率9.9以

下を目指す

80.3%

(H30年度健ながアンケート)

7.3%

(H30年度健ながアンケート)

76.1%

(H30年度健ながアンケート)

21.2%

(H30年度健ながアンケート)

・ゲートキーパーにつ

いて広報やホームペー

ジに掲載し、周知する

・ゲートキーパー養成

講座を実施する

・ゲートキーパー等

の研修会を受講する

機会があれば参加す

る

・心の悩みを相談で

きる機関を知る

・悩みや不安を相談

できる相手をもつ

・こころの健康の重要

性とうつ等の正しい知

識の普及啓発をする

・こころの健康につい

て相談できる機関・電

話番号等を周知する

・保健所や医師会と連

携する

・悩みや不安をもつ

人に声をかける

・地域の公民館活動

等に参加する

・家族とのコミュニ

ケーションをもつ

・家庭や地域で役割

をもつ

・地域で人との交流の

場をつくる

・家族・隣近所の声か

け運動の推進をする

・こころの病気を理解

して、活動する人を支

援する(ゲートキー

パーを養成する)

家庭・地域・

職場で悩んで

いる人に気づ

き、声をかけ

ることができ

る

「ゲートキー

パー」という

言葉を「知っ

ている」「聞

いたことがあ

る」人の増加

30%

うつについて

理解でき、早

期に対応でき

る

うつのサイン

を知っている

人の増加(「よ

く知ってい

た」「少しは

知っていた」

人の割合)

自分自身のう

つのサインに

気づいたとき

「なにもしな

い」人の減少

82.0%

6％以下

不安や悩みの

相談相手がい

る人の増加

自殺予防やう

つについての

研修を受けた

人(ゲートキー

パー)の増加

H30のべ2131人

（H30.8現在）

H26～H30

820人

85.0%

H35

のべ3600人

具体的目標 評価指標

●目標:市民一人一人が命を大切にし、いきいきと生活することができる

第４期目標値

対策
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直近の状況

H30健なが

アンケート

(出典)

個人で心がけること 行政や関係機関の取組

適切な睡眠時

間を取ってい

る子どもの増

加

小学下学年85％（9時間以

上）

小学上学年75％

（8時間以上）

中学校78％

（7時間以上）

H29年度学校保健研究収録

より

小学下学年

88％以上

小学上学年

78％以上

中学生80％以

上

命や心の健康

についての授

業と共に相談

窓口を啓発す

る学校の増加

H30年から開始
中学2年生市内

全校(13校）

生きがいを

持って生活し

ている高齢者

の増加

生きがいあり：65.8％

（H29年度高齢者実態調

査）

生きがいがあ

ると答える高

齢者の増加

地域包括支援

センター等へ

の相談件数の

増加

12,767件

（H29年度実績報告）

相談件数の増

加

産婦のEPDS9

点以上の人の

減少

職場における

メンタルヘル

ス研修を受講

している企業

の増加

のべ34企業

就労者が健康

で働き続ける

ことができる

安心して子育

てができるよ

う、妊娠中か

ら相談するこ

とができる

高齢者が住み

慣れた地域で

いきいきと暮

らすことがで

きる

H28　11.0%

H29　13.0%

EPDE9点以上

の高値者9％以

下

・職場で悩みがある

場合は相談する

・研修を受講する機

会があれば参加する

・問題を抱え込ま

ず、誰かに相談でき

る

・サロン等に参加

し、地域・人とのつ

ながりを持てる

子どもや若者

が自殺に傾く

ことなく、い

きいきと生活

することがで

きる

・規則正しい生活を

心がけ、十分な睡眠

をとる

・子どもや若者は悩

みを誰かに相談する

ことができる

・ストレスへの対処

法を身につけること

ができる

・職場におけるメンタ

ルヘルス研修を受ける

企業が増えるよう、周

知啓発を行う

・妊娠中から不安に

思うことは相談でき

る

・産後うつについて

理解し、必要に応じ

て受診できる

・支援が必要な人には

妊娠中から支援計画を

立て、継続的に相談支

援を行う

・医療機関と連携し、

妊娠中からハイリスク

連絡により早期に支援

を開始する

(ハイリスク児・産婦訪問連

絡票・ハイリスク妊婦連絡

票）

・産後うつについての

啓発を行う

のべ1４企業

・生きがいの大切さに

ついて啓発を行う。

・サロン等の居場所づ

くりを支援する

・地域包括支援セン

ターの役割の周知・啓

発を行う

・規則正しい生活、心

の健康を保持するため

の教育を推進する

・子どもや若者が相談

できる窓口を周知する

・SOSの出し方におけ

る教育など推進する

●目標:市民一人一人が命を大切にし、いきいきと生活することができる

具体的目標 評価指標 第４期目標値

対策
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【地域におけるネットワークの強化】 

事業名 事業概要 担当課 

地域共生社会の実現に向けた

包括的支援体制構築事業 

地域住民が主体的に地域課題を把握し、解決

を試みることができる地域づくりを進める

とともに、適切な行政サービスにつなげるた

めの包括的な支援体制を構築する 

社会福祉課 

しょうがい者虐待・成年後見制

度の相談 

虐待を受けている相談に応じ、状況を改善す

ることで精神的な不安の軽減につなげる。ま

た、成年後見制度の相談に応じ、利用につな

げることで、精神上の障害（知的障害、精神

障害、認知症など）により判断能力が十分で

ない方が、不利益を被らないよう対応する 

しょうがい福祉課 

高齢者総合相談支援 介護にまつわる諸問題を総合的に相談でき

る機会を提供することにより、家族や本人が

抱える様々な問題を早期に察知し、必要な支

援につなげる 

高齢福祉介護課 

地域包括支援セ

ンター 

地域福祉権利擁護事業 判断力が不十分な認知症のある高齢者、知的

しょうがい者等の権利や財産を守るため、関

係機関と連携して相談・支援を行う 

高齢福祉介護課 

しょうがい福祉課

社会福祉協議会 

長浜市セーフティーネットワ

ーク会議 

複雑かつ多様な課題を抱える市民に対し、関

係各課が連携して適切な支援を行うため開

催する 

環境保全課 

（消費生活相談

室） 

 

  

８ 本市における主な関連事業 
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【生きることの促進要因への支援】 

事業名 事業概要 担当課 

自立相談支援事業 

（自立生活サポート窓口等） 

経済的生活困窮者及び社会的困窮者に対す

る自立のための相談支援を行う 

社会福祉課 

住宅確保給付金支給 離職者であって就労能力及び就労意欲のあ

る者のうち、住宅を喪失している者又は喪失

するおそれのある者に対する給付金の支給 

社会福祉課 

生活保護 病気・失業などのために、日常生活が困難と

なり資産・各種援助制度などを活用しても最

低限度の生活を維持することができない世

帯に、健康で文化的な生活ができるよう援助

する 

社会福祉課 

更生医療費・育成医療費の助成 しょうがいのある方への医療費の助成を行

うことで経済的負担を軽減する 

しょうがい福祉課 

家庭児童相談 子どもの養育に関する悩みや不安などに関

する相談・児童虐待やＤＶ（配偶者や恋人な

ど親密な関係にある人からの理不尽な暴力）

などに関する相談支援を行う 

子育て支援課 

（家庭児童相談室） 

介護保険利用者負担の軽減 施設サービスを利用した場合の居住費・滞在

費・食費の負担軽減を行う 

高齢福祉介護課 

就学援助・特別支援学級就学奨

励 

就学に必要な経費の負担にお困りの保護者

の方を対象に、学校で必要な経費の一部を援

助する 

すこやか教育推進課 

消費生活相談 多重債務に関する相談、商品購入等の契約ト

ラブルに関する相談、製品故障（製品事故）

に関する相談を行う 

環境保全課 

（消費生活相談室） 

女性の悩み相談 

ハラスメント相談 

毎月第１木曜日及び第３土曜日に、臨床心理

士による子育て・夫婦関係・セクハラ・対人

関係などの相談を行う 

人権施策推進課 

税金、保険料の納付相談、減免

措置 

生活保護受給者や生活困窮、災害等により税

金等の納付が著しく困難となった方等に対

して、税金等の納付相談や減免措置を行う 

 

税務課 

滞納整理課 
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福祉医療費助成制度 しょうがいのある方やひとり親家庭などで

要件に該当する方に福祉医療助成券を発行

し、医療費の一部を助成する 

保険医療課 

医療費（一部負担金）の支払に

関する相談、被保険者証に関す

る相談 

国民健康保険被保険者及び後期高齢者医療

被保険者のうち一部負担金の支払いが困難

な方等に対する相談を行う 

保険医療課 

下水道受益者負担金、使用料の

納付相談、減免措置 

生活保護受給者及び災害等により負担金及

び使用料等の納付が困難な方等に対して、納

付相談や減免措置を行う 

下水道総務課 

市営住宅に関する相談 生活を営む上において必要不可欠な住環境

を確保するため、市営住宅の入居等に関する

相談を行う 

建築住宅課 

各種健康診断の自己負担金の

免除 

市民税非課税世帯、生活保護世帯の方に対し

て各種の健康診断における自己負担金を減

免する 

健康推進課 

精神保健相談 精神疾患を持つ人やその家族及び希死念慮

がある人に対し、関係機関と連携し、各段階

（事前予防、早期発見、危機介入等）に応じ

た相談支援や自殺対策を行う 

健康推進課 

保健師による訪問指導 保健師が家庭を訪問し、各年齢や課題に応じ

た相談や指導を行う 

健康推進課 

生活福祉資金貸付 

たすけあい資金貸付 

低所得、高齢者世帯、しょうがい者世帯で、

一時的な生活困窮に陥っている家庭に対し

て、資金を貸し付けて生活を支援する 

社会福祉協議会 

緊急食料品給付 一定の収入のない世帯に対して、緊急かつ一

時的に生活困窮となっている場合に、食料品

を給付し生活を支援する 

社会福祉協議会 

よろず相談 学識経験者による相談、人権擁護委員・民生

委員・行政相談員等３名による相談を行う 

 

社会福祉協議会 

法律相談 毎月第２、第４木曜日に弁護士による法律相

談を行う 

 

社会福祉協議会 
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湖北いのちのサポート事業 自殺未遂者及びその家族への相談支援等を

行う 

長浜保健所 

健康推進課 

精神保健福祉相談 

 

心に問題を抱える人やそのご家族に対し、専

門の医師や保健師が相談に応じる 

長浜保健所 

アルコール相談 アルコールに問題を抱える人やそのご家族

に対し、専門の医師や保健師が相談に応じる 

 

長浜保健所 

ひきこもり相談 おおむね１５歳以上でひきこもりに悩んで

いる人及びそのご家族に対し、専門の心理士

が相談に応じる 

 

長浜保健所 

各種相談窓口のリーフレット

作成 

心や体の不調（アルコール・薬物の相談含

む）、男女差別、家族関係の悩み、DV 等、学

校の悩み、お金に関する相談、犯罪被害の相

談、仕事等の悩み等、各種相談窓口のリーフ

レットを作成、配布する 

 

滋賀県立精神保健福

祉センター 

健康推進課 

滋賀県自死遺族の会 

凪の会おうみ 

大切な人を自死で亡くしたご家族が様々な

思いを語り合う「分かち合い」を行う 

滋賀県自死遺族の会 

凪の会おうみ 

 

【市民への啓発と周知】 

事業名 事業概要 担当課 

しょうがい福祉サービス・制

度・事業の案内パンフレット作

成 

しょうがい者が必要なサービス・制度・事業

を選択利用することで、生活の質の向上や社

会参加の促進につなげるためのパンフレッ

トを作成する 

 

しょうがい福祉課 

健康出前講座 各種団体から依頼を受けて保健師、栄養士な

ど専門職を派遣し、各種健康に関する出前講

座を実施する 

健康推進課 

成年後見サポートセンター事

業 

市民・関係者向け講座、研修を開催する 社会福祉協議会 

高齢福祉介護課 

悪徳商法の被害防止に関する 高齢者福祉施設や自治会などからの依頼で 環境保全課 
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啓発活動 出前講座を実施する （消費生活相談室） 

 

【自殺対策を支える人材の育成】 

事業名 事業概要 担当課 

認知症サポーター養成講座 認知症を正しく理解し、認知症のある人や家

族・介護者を温かく見守る応援者となり、地

域の中で協力や連携活動をする認知症サポ

ーターを養成する 

高齢福祉介護課 

ゲートキーパー養成講座 自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対

応を図ることができる人である「ゲートキー

パー」を養成するための講座を開催する 

健康推進課 

職場でメンタルヘルス研修 市内の企業において、メンタルヘルスやゲー

トキーパーに関する研修会を開催する 

健康推進課 

 

【あらゆる世代における支援の推進】 

事業名 事業概要 担当課 

ひとり親家庭に関する相談 ひとり親世帯が困難に直面した際の最初の

窓口となり、必要な情報提供や助言及び求職

活動等に関する支援を行う 

 

子育て支援課 

放課後児童クラブ保護者負担

金減免制度 

放課後児童クラブの通所費用の減免するこ

とで、経済的負担を軽減する 

子育て支援課 

スクールカウンセラー活用事

業 

様々な背景から悩みを抱える子どもたちや

その保護者に対して、その悩みを適切な方法

で軽減したり､解消したりするために、学校

カウンセラーが子どもやその保護者に対し

て、カウンセリングを実施する。教員に対し

ては、子どもたちへの懇談の持ち方や対応方

法を助言する。 

 

教育指導課 

学校支援チーム活用事業 

 

学校現場で、児童生徒が自殺をほのめかす発

言をしたり自傷行為をしたりする場合、教員

教育指導課 
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がどのような点に留意して子どもや保護者

への支援を行ったり、関係機関に繋ぐべきか

を精神科医や弁護士から助言を受ける。 

スクールソーシャルワーカー

活用事業 

スクールソーシャルワーカーが、困難なケー

スの背景の見立てや対応策について助言し

たり、福祉部局を中心に関係機関の仲立ちを

行う 

教育指導課 

がん教育 児童生徒ががんについて正しく学ぶことに

より、命の大切さや生き方についても学ぶ 

すこやか教育推進課 

健康推進課 

学校保健事業 健診結果に基づき、心配のある児童生徒や職

員には継続的にフォローを行うなど、対策を

行う上での足がかりとして健診結果を活用

できる 

すこやか教育推進課 

新生児訪問事業 新生児（ハイリスク児含む）や妊婦に対して、

保健師、助産師、看護師、委託事業者が訪問

指導を実施する 

健康推進課 

未熟児養育医療給付事業 出生時の体重が 2,000ｇ以下又は身体の発

育が未熟なまま生まれた児が入院治療を受

ける際に必要な医療費を給付する 

健康推進課 

乳幼児健診 乳幼児期の節目の時期において病気の予防

と早期発見、育児や発達についての相談や支

援を行う 

健康推進課 

ふれあい電話事業 おおむね６５歳以上の独り暮らし高齢者、昼

間独居高齢者、しょうがいのある方を対象に

見守りと簡易な電話相談を行う 

社会福祉協議会 

認知症高齢者等ＳＯＳほんわ

かネットワーク事業 

認知症のある高齢者等が行方不明になられ

た場合、ご家族等が警察に行方不明者届を提

出された際に、行方不明者の特徴などの情報

を地域の協力者にメール配信し、早期発見・

早期保護につなげる 

高齢福祉介護課 

ひきこもり者支援事業 

（えんかふぇ） 

不登校がちな学生や、３０歳代くらいまでの

ひきこもりがちな方とその保護者を対象に

居場所づくりを行い不安の軽減を図る 

社会福祉協議会 
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87.29 歳

81.26 歳

83.74 歳

79.67 歳

75 77 79 81 83 85 87

女性

男性

長浜市

健康寿命 平均寿命

87.60 歳

81.82 歳

84.19 歳

80.26 歳

75 77 79 81 83 85 87

女性

男性

滋賀県

健康寿命 平均寿命

●長浜市標準化死亡比（ベイズ推定値 EBSMR・2006 年～2015 年） 

●平均寿命と健康寿命の比較（平成 27 年） 

●人口構成（平成 27 年 国勢調査より） 

平均寿命との差：1.59 歳 

平均寿命との差：3.55 歳 

平均寿命との差：1.06 歳 

平均寿命との差：3.41 歳 

男性 女性 

13.90%

14.50%

59.20%

61.30%

26.90%

24.20%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

長浜市

滋賀県

15歳未満 15～64歳 65歳以上
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アルツハイマー型認知症

15%

その他の認知症

11%

筋骨格・結合組織損傷

23%

大腿骨骨折

3%

高血圧等の循環器疾患

12%

脳血管疾患

15%

がん

3%

精神疾患

3%

糖尿病

3%

パーキンソン病その他の難病

3%

閉塞性肺疾患等の呼吸器疾患

2% 消化器疾患

2%

腎不全その他の腎・泌尿器疾患

2%

その他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●介護の原因疾患（平成 30 年 11 月時点） 

3 0 0 2 1 4 2 11 1 12 14 19
41

75

111
126

211

308

232

113

31
0

50

100

150

200

250

300

350

年齢階級別死亡者数

1,089 
1,148 

1,045 1,082 
1,007 981 

929 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年

出生数の推移

●原因別死亡率 

 

●年齢階級別死亡者数 

●出生数の推移 

悪性新生物

29%

心疾患（高血圧性除く）

16%

老衰

7%

肺炎

8%

脳血管疾患

7%

不慮の事故

3%

アルツハイマー病

2%

腎不全

2%

慢性閉塞性肺疾患

1%

血管性及び不明の認知症

1%

その他

24%

死因別死亡割合

（平成 28 年度滋賀県湖北健康福祉事務所 事業年報より） （高齢福祉介護課調べ） 

（市民課調べ） 

死因別死亡割合（％） 

（人） 

（件） 

介護の原因疾患（％） 
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32.2%
35.6%

6.6% 5.3%

31.3%
34.8%

6.6% 5.5%
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滋賀県 長浜市 滋賀県 長浜市

男性 女性

喫煙率

Ｈ26 Ｈ27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●生活習慣に関するデータ（健診等データ分析結果報告結果より（滋賀県保険者協議会発行）） 

【対象者数】 

Ｈ26：滋賀県 193,840 人、長浜市 17,597 人 

Ｈ27：滋賀県 186,114 人、長浜市 17,786 人 

26.7% 26.6%26.6% 26.5%

22.0%

24.0%

26.0%

28.0%

滋賀県 長浜市

毎日飲酒している人の割合

Ｈ26 Ｈ27

●特定保健指導に関するデータ（特定健診法定報告より） 

25.6%

23.4%

28.7%
29.5%

22.6%

38.8%
39.5%

40.0%

48.1%

40.7%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

特定保健指導保険者別実施率の推移

29.5%

24.6%

30.1%

24.8%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

滋賀県 長浜市

運動習慣のある人の割合

Ｈ26 Ｈ27

喫煙率（％） 

毎日飲酒している人の割合（％） 運動習慣のある人の割合（％） 
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268
287

300

268

200
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300

350

滋賀県 長浜市

野菜の摂取量（g/日）

Ｈ21 Ｈ27

1.08 
1.16 

0.98 

0.81 0.81 

0

0.3

0.6

0.9

1.2

1.5

H25 H26 H27 H28 H29

長浜市12歳児一人当たりのむし歯の本数

55.30 56.00 

59.60 

65.24 

61.50 

50

55

60

65

70

75

80

85
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長浜市12歳児むし歯のない人の割合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●食生活に関するデータ（滋賀の健康・栄養マップ調査結果より） 

【対象者数】Ｈ21：滋賀県 9,071 人、長浜市 895 人  Ｈ27：滋賀県 8,607 人、長浜市 971 人 

10.7
11.3

9.6
10.3

10.7
10.3

9.2 8.8

6

7

8

9

10

11

12

滋賀県 長浜市 滋賀県 長浜市

男性 女性

食塩摂取量（g/日）

Ｈ21 Ｈ27

目標値 

目標値 

目標値 

●歯に関するデータ（滋賀県調べ） 

1.01 1.01 0.99 

0.82 0.79 

0

0.3

0.6

0.9

1.2

1.5

H25 H26 H27 H28 H29

長浜市3歳児一人当たりのむし歯本数

73.80 73.60 73.00 

77.21 
79.28 

50

55

60

65

70

75

80

85

H25 H26 H27 H28 H29

長浜市3歳児むし歯のない人の割合

食塩摂取量（g/日） 野菜の摂取量（g/日） 

長浜市 3 歳児むし歯のない人の割合（％） 長浜市 12 歳児むし歯のない人の割合（％） 

長浜市 12 歳児一人当たりのむし歯の本数（本） 長浜市 3 歳児一人当たりのむし歯の本数（本） 

（％） （％） 

（本） （本） 

（g/日） 

（g/日） 
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38.6%

28.1%

93.7%

34.6%

30.6%

83.4%

28.1%

20.8%

94.1%

41.3%

99.4%

39.0%

85.4%
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受
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率

受
診

率

精
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受
診

率

胃 大腸 肺 乳 子宮

がん検診受診率の比較

ある, 

32.7%

ない, 

62.6%

無回答, 

4.7%

過去３年間に他の人に健診を勧めたり、

誘ったことがあるか

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●自殺率（Ｈ24 からＨ28 の平均値）（地域自殺時実態プロファイルより） 

46.6% 46.6%

61.4%
59.5%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

20歳以上 40歳以上

特定健診等を定期的に受けている人

H25 H30

37.1
38.4

12.7

46.1

13.8

19.3

26.2

40.7

22.8

2.8

0

10

20

30

40

50

認知症の可能性が高くなる病気や

生活習慣の認知度

性・年代別の自殺率（10 万対） 

過去 3 年間に家族、友人、近所の人に 

 健診を勧めたり、誘ったことがありますか。（％） 

特定健診等を定期的に受けている人（％） 

各種がん検診受診率、精検受診率（％） 

認知症の可能性が高くなる病気や （参考：がん検診・精検受診率（健康推進課調べ） 
生活習慣の認知度（％） 

（％） 

●健康ながはま 21 アンケート結果（抜粋）（平成 30 年 7 月 1 日時点の状況） 

（人） 
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（週2・3日以上、1日30分以上の運動を1年以上続けている人）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.9

32.7

40.5

12.9

18.5

8.5

36.6

24.4

18

0 10 20 30 40 50

その他（路上・遊技場など）

自治会の行事会場（集会所・社務所など）

商業施設やコンビニの出入り口付近

宿泊施設

公共の場（官公庁周辺、駅周辺、まちづくりセンター周辺）

公園

飲食店

勤務場所（自営の場合も含む）

家庭

受動喫煙率（ほぼ毎日～月1回程度「受動喫煙」を受けたことがある割合 ％）

0%

20%

40%

60%

80%

100%

20～64歳 65歳以上 20～64歳 65歳以上

男 女

徒歩10分の距離に出かける方法

徒歩 自転車 自動車 無回答 徒歩＋自転車

日ごろ、自分の健康づくりのために 1 日 30 分以上意識的に体を動かすなどの運動を 

徒歩 10 分で行けるところへ出かけるとしたら、 

 
主にどのような方法で行くことが多いですか（％） 

ほぼ毎日、週に数回程度、月に数回程度、月に 1 回程度ある人（％） 

週に 2 回以上継続して実行し、1 年以上継続している人（％） 

市内で日常生活を送る中で、それぞれの場所について「受動喫煙」を受けることが 
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76.8
60.5

51.8 45.9

85.8

17.6
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65.4
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たばこの害について知っていること（％）
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8.7%

1.8%
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0.6%

1.6%

2.8%

5.6%

1.7%

0.4%

0.6%
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2.5%
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24.1%

18.1%

62.5%
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37.4%

63.5%

54.0%

57.5%

32.9%

41.3%
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29.3%
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公共の場

宿泊施設

商業施設・コンビニの出入り口

自治会会場（集会所・社務所等）

その他（路上・遊技場等）

受動喫煙をうける場所とその頻度

ほぼ毎日 週に数回程度 月に数回程度 月に１回程度 全くなかった 無回答

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1% 2.1%

40.8% 38.9%
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30.0%

40.0%

50.0%

H28 H29 H28 H29

妊婦 同居者

（夫・パートナー）

妊婦お尋ね票届出時に喫煙していると回答した者（長浜市）

（参考：妊婦もしくは妊婦の同居者の喫煙率（妊婦お尋ね票より）） 

たばこを吸うことの害について知っているものすべてに○をしてください（％） 

あなたは市内で日常生活を送る中で、「受動喫煙」を受けることがありますか。 
それぞれの場所について、当てはまる項目を選んでください（％） 

妊婦お尋ね票届出時に喫煙していると回答した者（長浜市）（％） 

（％） 
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ある, 5.0%

ない, 

82.9%

無回答, 

12.1%

祭りや行事で未成年に

飲酒をすすめるか

はい, 

17.7%

いいえ, 

73.0%

無回答, 

9.3%

未成年がノンアルコール飲料を

飲んでよいかについて

はい

36%

いいえ

54%

無回答

10%

はい

39%

いいえ

58%

無回答

3%

定期的に歯科を受診しているか

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.0%

32.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

市

県

慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）を

知っている人

ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）という 

病気について知っていますか？（％） 

あなたの住む地域はおこないや祭りなどの行事のときに、 

未成年に飲酒を勧める習慣がありますか（％） 

未成年がノンアルコール飲料を飲んでもよいと思いますか（％） 「適正な飲酒量」について知っていますか（％） 

歯のことについて気軽に相談できる 

 「歯科のかかりつけ医」をお持ちですか（％） 
あなたと地域のつながりは強い方だと思いますか（％） 

21.0%

30.3%

25.9%

8.6%

11.2%

3.0%

15.2%

29.0%

32.3%

11.6%

9.5%

2.4%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

そう思う

どちらかと言えばそう思う

どちらとも言えない

どちらかと言えばそう思わない

そう思わない

無回答

地域とのつながりが強いか

H25

H30
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23.2

15.9

11

20.7

7.3

0

40.2

11

37.8

3.7

1.2

0 10 20 30 40 50

薬を飲ませて様子をみた

外傷の応急手当をして様子をみた

何もせずに安静にさせて、翌日、医療機関に受診させた

小児救急電話相談に相談した

休日・夜間のお薬電話相談に相談した

医療ネット滋賀で医療機関を検索した

長浜米原休日急患診療所を受診させた

「かかりつけ医」にかからせた

小児救急医療の当番病院を受診させた

救急車を呼んだ

その他

子どもの急病やケガの際どのようにしたか

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.6% 41.7%
43.4% 44.6%

46.8% 48.2% 49.1%
52.1%

61.7%

33.9% 31.1% 31.2% 29.0%
27.3% 27.5% 26.8%

24.7%28.1%

18.4% 19.8%
17.0%

17.9% 17.3%
15.3% 15.2% 14.6%

10.2% 7.2% 7.4% 8.4%
8.5% 8.7%

9.0% 8.9%
8.6%

5.0%

25.0%

45.0%

65.0%

H21 H22 H23 H24 H25 H26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29

図1 【総計割合（％）】

休日急患診療所 長浜赤十字病院 市立長浜病院 長浜市立湖北病院

3.6%

0.1%

2.0%

0.1%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

4.0%

中学2年生 3歳8カ月児

朝食を欠食する人の減少

（食べない・時々食べない）

H25 H30

46.7

32.8

53.8

38.9

17.3

36.8

3.5

62.4

6.2
2.1

0

10

20

30

40

50

60

70

食生活で気をつけていること

（参考：休日急患診療所の受診率） 

朝食を欠食する人（食べない・時々食べない）（％） 

（参考：朝食の欠食率（食べるに関するアンケートより）） 

食生活で気をつけているのは次のうちどれですか（％） 

お子様が休日や夜間などの、病院や診療所が診療していない時間帯に急病や外傷になった時、あなたはどのようにしましたか（％） 

長浜米原休日急患診療所の受診率（％） 

（％） 

（％） 
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3.4

8.6

23.6

10.8

64.9

23.9

39.4

17

1

0 10 20 30 40 50 60 70

相談に乗らない、もしくは話題を変える

「頑張って」と励ます

「死んではいけない」と説得する

「バカなことを考えるな」と叱る

耳を傾けてじっくりと話を聞く

医療機関にかかるよう勧める

解決策を一緒に考える

一緒に相談機関を探す

その他

身近な人から「死にたい」と打ち明けられた時について

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十分とれている

20%

まあまあとれている

55%

あまりとれていない

18%

まったくとれていない

2%

わからない

1%
無回答

4%

いつもの睡眠で休養が

十分がとれているか

0.2

33.3

57.3

6.3

0

10

20

30

40

50

60

3時間未満 3時間以上6時間未満 6時間以上8時間未満 8時間以上

平均睡眠時間

いつもとっている睡眠で 
休養が十分とれていますか（％） 

平均睡眠時間を教えてください（％） 

身近な人から「死にたい」と打ち明けられた時、あなたはどう対応しますか（％） 

（参考：長浜市新生児訪問における産後ＥＰＤＳ※の結果） 
新生児訪問における産後ＥＰＤＳ※の結果 

（％） 

（％） 
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○策定経過 

 

日程 事項 内容 

平成 30 年 5 月 24 日(木) 第 1 回健康づくり推進協議会 健康ながはま 21 改訂について 

平成 30 年 7 月 10 日(火) 

～7 月 31 日(火) 

健康ながはま 21 アンケート調

査 

・対象 

16歳以上から無作為抽出した3,000人 

・方法 

郵送による配布、回収 

・回収状況 

958 人(回収率 31.9%) 

(別添の「健康ながはま 21 に関するア

ンケート調査結果報告書」参照) 

平成 30 年 9 月 6 日(木) 健康づくり推進協議会  

歯科保健専門部会 

歯科保健課題の共通の取組について 

平成 30 年 9 月 13 日(木) 

～9 月 25 日(火) 

「食べること」に関するアンケ

ート調査 

・対象（人数は平成 30 年 5 月時点のも

の） 

小学 5 年生 550 名 

中学 2 年生 467 名 

・方法 

学校で配布・回収 

・回収状況 

小学 5 年生 539 人(回収率 98.0%) 

中学 2 年生 459 人(回収率 98.2%) 

平成 30 年 10 月 18 日(木) 健康づくり推進協議会  

心の健康専門部会 

健康ながはま 21 第 4 期計画に向けて及

び自殺対策計画策定について 

平成 30 年 11 月 1 日(木) 第 2 回健康づくり推進協議会 計画素案について 

アンケート結果について 

平成 30 年 11 月 26 日(月) 健康づくり推進協議会  

心の健康専門部会 

自殺対策計画策定素案検討 

平成 30 年 12 月 17 日(月) 

～1 月 17 日(水) 

パブリックコメントの実施  

平成 31 年 1 月 30 日(水) 第 3 回健康づくり推進協議会 パブリックコメントの結果について 

平成 31 年 2 月 市長答申  
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○長浜市健康づくり推進協議会規則 

平成25年10月１日規則第70号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、長浜市附属機関設置条例（平成25年長浜市条例第27号）第６条の規定に基づ

き、長浜市健康づくり推進協議会（以下「協議会」という。）の組織、運営その他必要な事項に

ついて定めるものとする。 

（所掌事務） 

第２条 長浜市附属機関設置条例第２条第２項に規定する協議会の所掌する事務の細目について

は、次に掲げるものとする。 

(１) 健康づくりの計画推進に関すること。 

(２) 健康づくりに係る調査研究及び研修に関すること。 

(３) その他健康づくりに関し市長が必要と認めること。 

（委員） 

第３条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。この場合において、委員の性

別構成は、男女いずれも委員の総数の10分の４以上とすることに努めるものとする。 

(１) 保健医療関係等学識経験を有する者 

(２) 関係団体の推薦を受けた者 

(３) その他市長が必要と認める者 

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者

の残任期間とする。 

３ 委員は、再任されることができる。 

（専門委員） 

第４条 特別の事項について調査審議させるため必要があるときは、協議会に専門委員を置くこと

ができる。 

２ 専門委員は、学識経験を有する者その他市長が必要と認める者のうちから市長が委嘱又は任命

する。 

３ 専門委員は、特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解職又は解任されるものとす

る。 

（会長及び副会長） 

第５条 協議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理

する。 

（会議） 
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第６条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集する。ただし、会長が選出されて

いないときは、会議の招集は市長が行う。 

２ 会長は、会議の議長となる。 

３ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。  

４ 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによ

る。 

（専門部会） 

第７条 協議会は、専門的事項を調査及び検討するため、専門部会を置くことができる。  

２ 専門部会に属する委員は、委員及び専門委員のうちから会長が指名する。  

３ 専門部会に部会長を置き、部会長は、専門部会に属する委員の互選により定める。  

４ 第６条の規定は、専門部会の会議について準用する。この場合において、同条中「会長」とあ

るのは「部会長」と、「委員」とあるのは「専門部会に属する委員」と読み替えるものとする。  

（意見の聴取等） 

第８条 協議会又は専門部会は、会議の運営上必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、

その意見又は説明を聴くほか、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。  

（庶務） 

第９条 協議会の庶務は、健康福祉部健康推進課において処理する。 

（補則） 

第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って

定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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○長浜市健康づくり推進協議会委員名簿 

・健康づくり推進協議会 

 役 職 名 氏 名 

関係機関 

一般社団法人 湖北医師会 会長 手操 忠善 

一般社団法人 湖北歯科医師会 会長 川瀬 英嗣 

市立長浜病院 地域医療連携室長 土川 陽子 

長浜市立湖北病院 事務局長 西川 昇 

長浜赤十字病院 院長 楠井 隆 

一般社団法人 湖北薬剤師会 副会長 久留島 文治 

湖北健康福祉事務所（長浜保健所） 所長 山下 剛 

関係団体 

長浜市連合自治会 役員 川﨑 他家廣 

長浜市小中教育研究会養護教諭部会 養護教諭 三原 典子 

長浜市老人クラブ連合会 理事 村上 宣雄 

長浜市民生委員児童委員協議会 副会長 早川 紀久子 

長浜市社会福祉協議会 介護事業課 課長 鈴木 茂喜 

特定非営利活動法人 健康づくり０次クラブ 副理事長 大橋 香代子 

長浜市健康推進員協議会 副会長 白川 順子 
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・健康づくり推進協議会 歯科保健専門部会 

 役 職 名 氏 名 

関係機関 

一般社団法人 湖北歯科医師会 会長 川瀬 英嗣 

歯科衛生士会彦根・湖北支部 理事 杉山 裕子 

湖北健康福祉事務所（長浜保健所） 歯科衛生士 西郡 愛華 

関係団体 

長浜市老人クラブ連合会 理事 村上 宣雄 

長浜市健康推進員協議会 副会長 白川 順子 

長浜市小中教育研究会養護教諭部会 養護教諭 三原 典子 

長浜市幼児課 主査 上田 加奈子 

長浜市子育て支援センター 副参事 金森 千津子 

 

 

・健康づくり推進協議会 心の健康専門部会 

 役 職 名 氏 名 

学識経験者 滋賀県立大学人間看護学部 学部長 甘佐 京子 

関係機関 

一般社団法人 湖北医師会 理事 堤 学 

市立長浜病院産婦人科 助産師 東野 千佳 

長浜赤十字病院医療社会事業課 精神保健福祉士 池田 周平 

湖北健康福祉事務所（長浜保健所） 保健師 小林 亮太 

関係団体 

長浜警察署 生活安全課 係長 内橋 健太朗 

長浜キヤノン 安全衛生課 保健師 斉藤 えみ 

長浜市小中教育研究会養護教諭部会 養護教諭 三原 典子 

長浜市民生委員児童委員協議会 副会長 早川 紀久子 

長浜市社会福祉協議会 介護事業課 課長 鈴木 茂喜 
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